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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

オンライン請求システム⇔生活保護システム間で連携する資格情報・返戻情報ファイルをExcel等のツールで操作することで、請求前資
格確認を実現できるため、生活保護システム側のシステム改修は不要である。
但し、請求前資格確認の利用にあたってシステム改修を実施した医療保険者等においては、“改修の費用対効果あり”との回答もある
ため、システム改修によるメリットも享受できる。

請求前資格確認の利用に係るシステム改修の要否

「オンラインによる請求前の資格確認」のご案内（リーフレット）
URL：https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_01/index.files/leaflet_01_r02.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

毎月約3,000枚の医療券を発行している福祉事務所においては、資格情報ファイルにも約3,000レコード含まれることが想定されるた
め、福祉事務所の職員が目検確認を行うことは業務負荷が高い。
上記を踏まえ、福祉事務所の職員の利便性向上を意図して、生活保護システム内の医療券情報と資格情報ファイルを紐づけ、自動で
未委託の医療機関等からのレセプトを特定する機能を実装することで、システム改修のメリットを享受できる可能性がある（但し、当該メ
リットの享受は大規模の福祉事務所等に限定される）。

医療券の発行数の目安

令和元年度社会福祉推進事業費 医療扶助の実施方式に関する実態調査及びあり方に関する研究事業 報告書
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000651417.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

医療保険者等の改修状況を参考にすると、請求前資格確認を利用するための生活保護システムの改修は不要である想定。
但し、生活保護システム内の医療券情報と資格情報ファイルを紐づけ、自動で未委託の医療機関等からのレセプトを特定する機能を
実装することで、福祉事務所の職員の利便性が向上する可能性がある。
⇒当該機能を実装することで享受できるメリットは大規模な福祉事務所等に限定されると考えられることから、概算見積(標準仕様)の
対象外とし、生活保護システムベンダ⇔福祉事務所間で個別に調整し、且つ費用対効果を検証しつつシステム改修を行うこととしてはど
うか。

概算見積に含める場合の記載項目

標準機能として実装
する場合、見積資料
の追加の記載項目

• 生活保護システムからオンライン請求システムにアクセスし、資格情報ファイルをダウンロードする機能の追加。
⇒オンライン請求システムに備わった機能であるため、生活保護システム側の改修は不要。

• 資格情報ファイルと生活保護システム内の医療券情報を紐づけ、未委託の医療機関等からのレセプトを自動で特定し、
返戻情報ファイルを自動で作成する機能の追加。

• 生活保護システムからオンライン請求システムにアクセスし、返戻情報ファイルをアップロードする機能の追加。
⇒オンライン請求システムに備わった機能であるため、生活保護システム側の改修は不要。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

実現方式（大方針）の検討観点
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.17 オンライン資格確認導入後に連携するデータ

医療扶助のオンライン資格確認において連携するデータの項目については、なるべく医療保険のオンライン資格確認のデータ項目を踏襲
する想定。

＜基本方針＞

医療保険の加入者基本情報及
び加入者資格情報と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 氏名（カナ）

• 性別

• 生年月日

• 居住地（住所、郵便番
号）

• 加入者区分コード

• 実施機関名（福祉事務所
名）

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 資格取得年月日（保護開
始日）

＜基本方針＞

医療保険の被保険者証等情報
と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 有効開始年月日

• 有効終了年月日

• 指定医療機関名（医療機
関コード）

• 傷病名

• 診療別

• 併用/単独の別

• 本人支払額

※なるべく資格情報と重複する
データ項目を対象外とする想定。

※今後、データ項目を要精査。

＜基本方針＞

医療保険の特定健診情報と同
等。

＜データ項目＞

（受診者情報）

• 氏名

• 性別

• 生年月日

• 年齢

• 公費負担者番号

• 受給者番号

（健診結果情報）

（質問票情報）

（メタボリックシンドローム基準の
該当判定）

（特定保健指導の対象基準の
該当判定）

資格情報 医療券/調剤券情報 健診情報

＜基本方針＞

頻回受診の傾向がある者等を把
握するための最小限の情報。

＜データ項目＞

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 医療機関コード

• 資格確認日

• 資格確認方法

資格確認実績（ログ情報）

※今後のワーキンググループ及び要件整理作業等を踏まえ、データ項目は変更の可能性がある。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）
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項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.19 生活保護システムから連携する資格情報・医療券/
調剤券情報のデータ項目をどうするか。

医療保険のデータ項目を参考にする。医療保険の
データ項目⇔医療扶助のデータ項目の対応関係は
以下の通り（左：医療保険、右：医療扶助）。
ー 加入者基本情報⇔加入者基本情報（資格
情報）
ー 加入者資格情報⇔加入者資格情報（資格
情報）
ー 被保険者証等情報⇔医療券/調剤券情報

加入者基本情報は医療保険と同じファイルレイアウ
ト/データ項目とする。一方で、加入者資格情報、
及び医療券/調剤券情報は、医療扶助独自のデー
タ項目が必要になることから、医療保険と異なるファ
イルレイアウト/データ項目を新規で作成する。

P123~P134

2.2.20 生活保護システム/レセプト管理システムから連携す
る健診情報のデータ項目をどうするか。
また、自治体の保険部局→福祉事務所に対する
データ連携方法をどうするか。

（健康増進法に基づく）健診情報は、医療保険
の特定健診情報と同様のファイルレイアウト/データ
項目を活用する。
また、自治体の保険部局→福祉事務所に対する
データ連携方法は、被保護者の健康管理支援事
業で整理される仕組みを活用する。

P135~P147

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.18 データに係る検討事項一覧 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項一覧

データの検討事項一覧

データに係る検討事項一覧を整理しました。
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項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.21 オンライン資格確認時にオンライン資格確認等シス
テムに吐き出される資格確認実績（ログ情報）の
データ項目をどうするか。

＜検討結果＞
資格確認実績（ログ情報）のデータ項目は以下の
通り。
ー 公費負担者番号
ー 受給者番号
ー 医療機関コード
ー 資格確認日
ー 資格確認方法

＜データ項目の概要＞
医療機関等で本人確認(資格確認)を実施した被
保護者を特定するためのデータ項目。
ー 公費負担者番号
ー 受給者番号

本人確認(資格確認)が実施された医療機関等・
日付を特定するためのデータ項目。
ー 医療機関コード
ー 資格確認日

資格確認方法の詳細を特定するためのデータ項目。
ー 資格確認方法

P148~P152

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.18 データに係る検討事項一覧 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項一覧

データの検討事項一覧

前頁の続き。



.

10

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.19 生活保護システムから連携する資格情報・医療券/調剤券情
報のデータ項目をどうするか。

医療保険のデータ項目を参考にする。医療保険のデータ項目
⇔医療扶助のデータ項目の対応関係は以下の通り（左：医
療保険、右：医療扶助）。
ー 加入者基本情報⇔加入者基本情報（資格情報）
ー 加入者資格情報⇔加入者資格情報（資格情報）
ー 被保険者証等情報⇔医療券/調剤券情報

加入者基本情報は医療保険と同じファイルレイアウト/データ項
目とする。一方で、加入者資格情報、及び医療券/調剤券情
報は、医療扶助独自のデータ項目が必要になることから、医療
保険と異なるファイルレイアウト/データ項目を新規で作成する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

医療扶助のオンライン資格確認の導入にあたって、福祉事務所の生活保護システム→医療保険者等中間サーバー等に対して連携す
るデータ項目を検討する。
⇒医療保険者のシステム→医療保険者等中間サーバー等に対して連携されるデータ項目を参考にする方針。

検討事項・対応方針

検討事項 生活保護システムから連携する資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目をどうするか。

対応方針

• 医療保険者→医療保険者等中間サーバー等に対して連携される以下のデータ項目を参考にする。
ー 加入者基本情報
ー 加入者資格情報
ー 被保険者証等情報

• 現行では医療機関等で医療券/調剤券の券面情報を確認・登録して診療・請求業務を行っていることから、原則、現
行の医療券/調剤券に記載された情報は全て医療保険者等中間サーバー等、及び資格確認端末まで連携する想定。
※中間サーバーへの連携にあたって必要な付帯のデータ項目は、医療保険の対応を踏襲する想定。

• 今後、要件整理支援の中で、データ項目の精緻化を行う。
⇒医療機関等で必要なデータ項目を確認し、券面情報に記載があるものの、不要であるデータ項目は削除する想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

“医療券等の記載要領”に記載された医療券/調剤券のデータ項目は以下の通り。

生活保護法による医療券等の記載要領

厚生労働省 生活保護法による医療券等の記載要領について
URL：https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8480&dataType=1&pageNo=1

生活保護法による医療券等の記載要領

一 医療券の作成

(一) 「医療券・調剤券」の調剤券の文字を抹消すること。

(二) 診療年月「令和 年 月分」欄には、被保護者が診療を受ける年月を記載すること。この場合、医療券は暦月を単位として発行するものであることに留意すること。

(三) 「公費負担者番号」欄には、医療券発行福祉事務所の所定の番号八桁を記載すること。

(四) 「受給者番号」欄には、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものとすること。

受給者区分には、被保護者(又は被保護世帯)毎に固定化した番号(以下「固定番号」という。)を使用しないこと。ただし、診療報酬明細書等と医療券交付処理簿を照合するために固定番号とする必要がある場合には、固定番号を使用しても差し支
えないこと。

検証番号は、「保険者番号等の設定について」(昭和五一年八月七日保発第四五号、庁保発第三四号厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁医療保険部長通知)により設定すること。

(五) 「有効期間」欄には、診療の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それにより有効期間を記載すること。

(六) 「氏名」欄には、被保護者の姓名を記載すること。

なお、電子計算機により医療券を作成する場合で例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用するときは、姓と名の間にスペースをとること。

(七) 「男・女」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

なお、被保護者本人から戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保護の実施機関が判断した場合は、欄外又は裏面を含む医療券全体として、戸籍上の性別が指定医療機関で容易に確認できるよう配慮すれば、
性別の表記方法を工夫しても差し支えない。

(八) 「明・大・昭・平・令 年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

なお、一歳に満たない者(ただし、社会保険等他法給付のある患者については六歳に満たない者)についてのみ生まれた月を次の例により記載すること。

例(平成二六年二月生まれの場合)

明・大・昭・((平))・令二六年二月生

(九) 「居住地」欄には、被保護者の居住地を記載すること。

(一〇) 「指定医療機関名」欄には、被保護者を委託する指定医療機関名を記載すること。

(一一) 「傷病名」欄には、医療要否意見書等記載の傷病名(歯科の場合は、「傷病名又は部位」)を記載し、傷病届により医療券を発行するときは、「備考」欄に被保護者の症状を記載すること。

なお、被保険者の資格喪失後における継続療養の給付期間中に発生した傷病については、社会保険の給付は行われないので、その傷病名及びその旨を「備考」欄に記載すること。

(一二) 「診療別」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

(一三) 「本人支払額」欄は、福祉事務所長が医療券を発行する際に記載すること。

なお、本人支払額を記載する場合においては、当該本人支払額に一〇円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額がない場合はその欄に斜線を引くこと。

(一四) 「地区担当者名」欄には、医療券作成後内容点検を行った地区担当員名を記載すること。

(一五) 「取扱担当者名」欄には、医療券交付事務取扱責任者名(医療事務担当者名)を記載すること。

(一六) 「福祉事務所長印」欄には、医療券発行福祉事務所の名称を記載した上所長印を押印すること。

(一七) 「社会保険(健は健康保険、共は共済組合を示す。)、結核予防法第三四条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条」の欄は、該当する文字を○で囲むとともに、「その他」の欄には、前記以外の他法の名称及び傷病名を
記載すること。

二 調剤券の作成

(一) 「医療券・調剤券」の医療券の文字を抹消すること。

(二) 「指定医療機関名」欄には、調剤を委託する指定薬局名を記載し、その下に処方せんを発行した医療機関名を括弧書きで記載すること。

(三) 前記のほか、医療券の記載要領の(二)から(九)まで及び(一二)から(一七)までと同様であること。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

オン資導入後も現行の券面情報を全ての登録する方針であるものの、任意項目/対象外（想定）については、医療機関等の現場で
必要なデータ項目に応じて、今後登録要否を検討する想定。また、意図せず機微な情報が含まれてしまう可能性を低減するため、なる
べくフリーフォーマットの欄（その他の欄）は削除する想定。

医療券/調剤券のサンプル

静岡県藤枝市 生活保護法施行細則_第39号様式(第11条関係)
URL：https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g315RG00000291.html#e000000748

必須項目(想定)
※オン資導入後

任意項目/対象外(想定)
※オン資導入後

⇒医療機関等の現場で必要な
データ項目に応じて、登録要否
を精緻化する想定。

ベース(案)として、現行の券
面情報を全て登録する想定。

※オン資導入後

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

医療券/調剤券情報については、現行の医療保険の保険証⇔医療扶助の医療券/調剤券の券面情報が大きく異なることも踏まえ、
医療保険の被保険者証等情報のデータ項目と差分がある想定。

対応案

医療保険のデータ項目(大分類)との対応

＜医療保険 → 医療扶助＞

加入者基本情報 → 資格情報（現行の保護決定通知書程度の情報）

加入者資格情報 → 資格情報（現行の保護決定通知書程度の情報）

被保険者証等情報 → 医療券/調剤券情報（現行の医療券/調剤券の情報）

整理観点

データ項目

資格情報
（加入者基本情報）

資格情報
（加入者資格情報）

医療保険の加入者基本情報と同様。

• 公費負担者番号/受給者番号

• 資格取得年月日/資格喪失年月日

• 資格喪失事由

• 本人家族の別

• 世帯主氏名(仮)

対応案

医療券/調剤券情報
（被保険者証等情報）

• 現行の医療券/調剤券の券面情報を
そのまま登録する想定。

＜医療保険との差分＞

• 保険者番号 → 公費負担者番号

• 被保険者証記号/番号/枝番 → 受給者番号

• 被保険者氏名 → 世帯主氏名(仮)

要件定義支援業務においては、左記の方針を基
調として整理を進める。
⇒ 他の公費負担医療制度のオン資導入におい
て、なるべく支払基金システム/医療機関等システ
ムの改修が発生しないように任意項目等を整理
する想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

医療扶助の資格情報には公費負担者番号・受給者番号が含まれるものの、未委託の医療機関等が資格確認を行った場合に、公費
負担者番号・受給者番号を連携するか別途調整が必要である想定。

パターンごとの医療機関等での資格情報、医療券/調剤券情報の表示項目（案）

パターン 医療機関等のシステムでの表示項目（案）

保護決定後、医療扶助認定前の資格確認
(医療券/調剤券情報が未登録)

保護決定&医療扶助認定後の資格確認
(医療券/調剤券情報が1件のみ登録済)

保護決定&医療扶助認定後の資格確認
(医療券/調剤券情報が複数登録済)

公費制度:生活保護

資格情報

医療券/調剤券情報

資格情報

医療券/調剤券情報

資格情報

医療券/調剤券情報_1

医療券/調剤券情報_2

警告文 未委託(医療券/調剤券情報の登録前)
の医療機関等で資格確認が行われた場
合は警告文を表示。

＜保護決定通知書程度の情報を表示＞

• 資格情報は登録済であるため、氏名・
年齢等の基本情報を表示可能とする
想定。

• 福祉事務所等への電話確認等も考慮
し、福祉事務所名を表示する想定。

⇒但し、医療券/調剤券情報の登録
前にレセプト請求が行われることを防ぐ
ため、公費負担者番号・受給者番号
を連携/表示するか検討が必要。

公費制度:生活保護

公費制度:生活保護

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

保護決定通知書のサンプルは以下の通り。

保護決定通知書のサンプル

神奈川県横浜市 生活保護法施行細則_第22号様式(第4条第1項)
URL：https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000618.html#e000000093

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.19 資格情報・医療券/調剤券情報のデータ項目

地域情報プロットフォームに掲載されている生活保護に係る中間標準レイアウト_医療券情報ファイルのデータ項目は以下の通り。

生活保護システム標準仕様：医療券情報ファイル

総務省 中間標準レイアウト仕様 18.生活保護_データ項目一覧表
URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/02kiban07_03000024.html

1 事業コード X 3 ○ 事業の管理番号 123

2 福祉事務所コード X 6 ○ 福祉事務所の管理番号 123456

3 管轄コード X 5 管轄区コード ○ 管轄区を示すコード 00001

4 管轄コード名称 N 128 ○ 管轄区を示すコードの名称 東区１丁目

5 事業管理番号 X 12 ○ 事業コードと合わせて、各事業毎に一意に管理することができる番号 1234567890

6 ケース番号 X 10 ○ 生活保護ケースの管理番号 1234567890

7 員番号 X 3 ○ システム上、生活保護を受けている世帯の個人を特定する管理番号 123

8 識別番号 X 15 ○
住民基本台帳業務により、一つの自治体内で一意に個人を特定するために振
られる番号
都道府県からの連携に限り、任意項目扱いとする。

123456789012345
APPLIC標準仕様データ一覧
生活保護：識別番号　引用

9 医療区分 X 1 医療区分 ○ 医療の区分を示すコード 1

10 医療区分名称 N 128 医療の区分を示すコードの名称 入院

11 単独併用別コード X 2 単独併用別コード ○ 単独・併用を示すコード 01

12 単独併用別名称 N 128 単独・併用を示すコードの名称 単独

13 医療機関種別 X 2 医療機関種別 ○ 医療機関種別を示すコード 10

14 医療機関コード X 10 ○ 医療機関の管理番号 1234567890

15 開始年月 X 6 ○ 医療券の開始年月 201004

16 履歴番号 X 5 ○ 医療券情報を履歴管理するための番号 2

17 診療年月 X 6 ○ 診療を受けた年月 201004

18 診療年度 X 4 診療を受けた年度 2010

19 有効期間始期 X 2 ○ 月単位の給付券の開始日（日） 1

20 有効期間終期 X 2 ○ 月単位の給付券の終了日（日） 31

21 受給者番号 X 7 ○ 生活保護を受けている個人を特定する管理番号 1234567

22 交付番号 X 10 ○ 医療券交付の管理番号 1234567890

23 医療本人支払額 9 13 医療扶助の本人支払（自己負担）額 2100

24 単併給区分 X 2 単併給区分 ○ 単給・併給を示すコード 01

25 単併給区分名称 N 128 単給・併給を示すコードの名称 単給

26 費用区分 X 1 費用区分 ○ 「市費」か「県費」「道費」などを示すコード 1

27 費用区分名称 N 128 「市費」か「県費」「道費」などを示すコードの名称 市費

28 病類コード X 2 病類コード ○ 一般・精神・結核を示すコード 01

29 病類名称 N 128 一般・精神・結核を示すコードの名称 一般

30 後保コード X 2 後保コード 後保を示すコード 01

31 後保名称 N 128 後保を示すコードの名称 後保

32 発行年月日 X 8 ○ 医療券の発行年月日 20100401

33 定例選択コード X 2 定例選択コード 発行選択状態「随時」「定例」を示すコード 01

34 定例選択名称 N 128 発行選択状態「随時」「定例」を示すコードの名称 次回定例発行

35 発券枚数 9 2 ○ 医療券の発券枚数 5

36 長期入院定例フラグ X 1 有無 長期入院請求書の発行も必要かどうか判断するためのフラグ 1

37 担当職員情報

38 地区担当職員番号 X 15 ○ 地区担当職員の職員番号 123456789012345

39 地区担当職員名 N 150 ○ 地区担当職員の氏名 山田　太郎

40 取扱担当職員番号 X 15 ○ 取扱担当職員の職員番号 123456789012345

41 取扱担当職員名 N 150 ○ 取扱担当職員の氏名 山田　太郎

No. データ項目名称 データ型
繰り返し
[2回以上の場
合のみ記載]

項目説明 サンプル値 備考桁数
外字
使用

コード
必須[○]
／任意
[空白]

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.20 生活保護システム/レセプト管理システムから連携する健診情報
のデータ項目をどうするか。
また、自治体の保険部局→福祉事務所に対するデータ連携方
法をどうするか。

（健康増進法に基づく）健診情報は、医療保険の特定健診
情報と同様のファイルレイアウト/データ項目を活用する。
また、自治体の保険部局→福祉事務所に対するデータ連携方
法は、被保護者の健康管理支援事業で整理される仕組みを
活用する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

健康増進法に基づく健診情報のデータ項目は、医療保険のオンライン資格確認における特定健診情報のデータ項目を踏襲する。

＜基本方針＞

医療保険の加入者基本情報及
び加入者資格情報と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 氏名（カナ）

• 性別

• 生年月日

• 居住地（住所、郵便番
号）

• 加入者区分コード

• 実施機関名（福祉事務所
名）

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 資格取得年月日（保護開
始日）

＜基本方針＞

医療保険の被保険者証等情報
と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 有効開始年月日

• 有効終了年月日

• 指定医療機関名（医療機
関コード）

• 傷病名

• 診療別

• 併用/単独の別

• 本人支払額

※なるべく資格情報と重複する
データ項目を対象外とする想定。

※今後、データ項目を要精査。

＜基本方針＞

医療保険の特定健診情報と同
等。

＜データ項目＞

（受診者情報）

• 氏名

• 性別

• 生年月日

• 年齢

• 公費負担者番号

• 受給者番号

（健診結果情報）

（質問票情報）

（メタボリックシンドローム基準の
該当判定）

（特定保健指導の対象基準の
該当判定）

資格情報 医療券/調剤券情報 健診情報

＜基本方針＞

頻回受診の傾向がある者等を把
握するための最小限の情報。

＜データ項目＞

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 医療機関コード

• 資格確認日

• 資格確認方法

資格確認実績（ログ情報）

※今後のワーキンググループ及び要件整理作業等を踏まえ、データ項目は変更の可能性がある。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

医療扶助のオン資導入にあたって、福祉事務所の生活保護システム/レセプト管理システム→特定健診等データ収集システムに対して
連携するデータ項目を検討する。また、併せて自治体の保険部局→福祉事務所に対するデータ連携方法等についても検討する。
⇒健診情報のデータ項目については、医療保険者→特定健診等データ収集システムに対して連携されるデータ項目を参考にする。

検討事項・対応方針

検討事項
• 生活保護システム/レセプト管理システムから連携する健診情報のデータ項目をどうするか。

• 自治体の保険部局→福祉事務所に対するデータ連携方法をどうするか。

対応方針

＜データ項目＞

• 医療保険者→特定健診等データ収集システムに対して連携される以下のデータ項目を参考にする。
ー 受診者情報
ー 特定健診結果情報
ー 質問表情報
ー メタボリックシンドローム基準の該当判定
ー 特定保健指導の対象基準の該当判定

• 特定健診等データ収集システムに対して連携するデータ項目（ファイルレイアウト）自体は医療保険と同様にする方針。
※なるべく医療保険の特定健診項目と同様になるよう健診項目を決定するように周知を行うものの、現行通り自治体ご
とに健診項目を決定できる想定。

＜データ連携方法＞

• 自治体の保険部局→福祉事務所に対するデータ連携方式、紙の健診情報のデータ化については、現行の仕組みを踏
襲する想定（健康管理支援事業の管轄である認識）。
※但し、医療扶助のオン資導入に伴い、健康管理支援事業においても、健診情報をオンライン資格確認等システム・
NDBに連携することを考慮して頂く想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

医療保険における特定健診情報のデータ項目の概要

健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります（医療機関向け）（9/3掲載）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663427.pdf

医療保険における特定健診情報のデータ項目の概要は以下の通り。医療扶助のオン資においては、保険者番号、被保険者証等記
号・番号・枝番を、それぞれ公費負担者番号、受給者番号に変更する必要がある想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

医療保険における特定健診情報のデータ項目の詳細は以下の通り。

医療保険における特定健診情報のデータ項目の詳細

第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

前頁の続き。

医療保険における特定健診情報のデータ項目の詳細

第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

市区町村が独自で実施する健診項目も存在する認識。

東京都中央区における生活保護受給者向けの健診項目

東京都中央区_生活保護受給者の健康診査
URL：https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kenko/kenko/kenkosinsa/seikatuhogo.html

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

生活保護受給者向けの健診項目は市区町村ごとに異なる認識。

愛知県名古屋市/東京都墨田区における生活保護受給者向けの健診項目

愛知県名古屋市_健康診査・保健指導（生活保護・中国残留邦人等）のご案内
URL：https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000079004.html

東京都墨田区_生活習慣病予防健康診査（40歳以上で、生活保護受給者など他の健康診査を受ける機会がない方）
URL：https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/kenshin/kenkoshinsa/seikatsusyukanbyo.html

基礎項目

任意項目

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

自治体の保険部局→福祉事務所に対する健診情報の連携は行われているものの、ファイルレイアウトは統一されていない認識。
⇒ファイルレイアウトはXML形式、任意のCSV形式など様々（レセプト管理システムベンダからのインプット）。

福祉事務所における健診情報の取扱いに係る現状/方向性

第4回生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会_生活保護受給者の医療・健診データ等の情報基盤の構築について
URL：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/2_5.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯



.

27

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

自治体の保険部局→福祉事務所に対する健診情報の連携を紙媒体で行う自治体も存在する認識。

福祉事務所における健診情報の取扱いに係る現状/方向性

「生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会」における議論を踏まえた、健康管理事業のマニュアル作成に係る論点整理
URL：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/shiryou4_3.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

福祉事務所が被保護者の健診情報を収集する仕組みについては、健康管理支援事業の開始に伴い自治体ごとに取り組みが実施さ
れている認識。

被保護者健康管理支援事業の概要

被保護者健康管理支援事業
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19953.html

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

医療保険者はXML形式で特定健診情報を連携している認識。
※但し、法定報告分については電子媒体でも提出可能。

医療保険者における健診情報のファイル形式

特定健康診査情報等の随時提出等に関する業務の流れ
URL：https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/tokuteikenshin_02.files/teishutunagare.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.20 健診情報のデータ項目

健診情報のデータ項目については、原則医療保険と同様のデータ項目を利用して、オンライン資格確認等システムまでデータ連携を行う
想定。自治体→福祉事務所間のデータ連携方法については、健康管理支援事業の仕組みを踏襲し、医療扶助のオン資事業では生
保/レセ管システムに取り込み後のデータ連携を整理対象とする想定。

対応案

整理観点

データ項目

医療保険のデータ項目を踏襲する。

⇒但し、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番を、それぞれ公費負担者番号、受給者番号に変更する。

⇒なるべく医療保険の特定健診項目と同様になるよう健診項目を確定するように周知を行うものの、現行通り自治
体ごとに健診項目を決定できる想定。

⇒医療保険で定義された特定健診情報のデータ項目になく、且つ医療扶助の特定健診情報に存在するデータ項
目の取り扱いについては、医療保険における対応案を踏襲する想定（医療保険での対応内容を支払基金に照会
中）。

対応案

データ連携方法

以下の通り、健康管理支援事業と医療扶助のオン資事業で棲み分けを行う。

⇒福祉事務所→支払基金側へのデータ連携を対象とし、ファイル形式については、医療保険と同様にXML形式
（法定報告分は電子媒体も可）とする。

⇒生保/レセ管システムへの健診情報の取り込みまでの仕組みは、健康管理支援事業によって開始された現行の
仕組みを踏襲する。

or

健診機関 自治体の保険部局 福祉事務所 支払基金

被保護者 健診機関 自治体 福祉事務所 生保/レセ管システム オン資システム等

健康管理支援事業
※生保/レセ管システムへの健診情報の取り込みまで

XML

医療扶助のオン資事業

健診情
報の取
り込み

医療機関等

健診
情報

資格確認端末等

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.21 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.21 オンライン資格確認時にオンライン資格確認等システムに吐き出
される資格確認実績（ログ情報）のデータ項目をどうするか。

＜検討結果＞
資格確認実績（ログ情報）のデータ項目は以下の通り。
ー 公費負担者番号
ー 受給者番号
ー 医療機関コード
ー 資格確認日
ー 資格確認方法

＜データ項目の概要＞
医療機関等で本人確認(資格確認)を実施した被保護者を特
定するためのデータ項目。
ー 公費負担者番号
ー 受給者番号

本人確認(資格確認)が実施された医療機関等・日付を特定
するためのデータ項目。
ー 医療機関コード
ー 資格確認日

資格確認方法の詳細を特定するためのデータ項目。
ー 資格確認方法
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.21 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目

資格確認実績（ログ情報）のデータ項目は、医療扶助のオンライン資格確認独自で検討が必要である認識。誰が、どの医療機関等
で、いつ資格確認を行ったのか特定できるデータ項目を含める想定。

＜基本方針＞

医療保険の加入者基本情報及
び加入者資格情報と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 氏名（カナ）

• 性別

• 生年月日

• 居住地（住所、郵便番
号）

• 加入者区分コード

• 実施機関名（福祉事務所
名）

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 資格取得年月日（保護開
始日）

＜基本方針＞

医療保険の被保険者証等情報
と同等。

＜データ項目＞

• 氏名

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 有効開始年月日

• 有効終了年月日

• 指定医療機関名（医療機
関コード）

• 傷病名

• 診療別

• 併用/単独の別

• 本人支払額

※なるべく資格情報と重複する
データ項目を対象外とする想定。

※今後、データ項目を要精査。

＜基本方針＞

医療保険の特定健診情報と同
等。

＜データ項目＞

（受診者情報）

• 氏名

• 性別

• 生年月日

• 年齢

• 公費負担者番号

• 受給者番号

（健診結果情報）

（質問票情報）

（メタボリックシンドローム基準の
該当判定）

（特定保健指導の対象基準の
該当判定）

資格情報 医療券/調剤券情報 健診情報

＜基本方針＞

頻回受診の傾向がある者等を把
握するための最小限の情報。

＜データ項目＞

• 公費負担者番号

• 受給者番号

• 医療機関コード

• 資格確認日

• 資格確認方法

資格確認実績（ログ情報）

※今後のワーキンググループ及び要件整理作業等を踏まえ、データ項目は変更の可能性がある。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.21 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目

頻回受診指導の対象者（仮）の特定に活用する資格確認実績（ログ情報）のデータ項目を検討する。各システムが保持するデータ
項目を整理し、どのシステムからどのデータ項目を連携するか考慮する。

検討事項・対応方針

検討事項
• オンライン資格確認時にオンライン資格確認等システムに吐き出される資格確認実績（ログ情報）のデータ項目をどうす

るか。

対応方針

※これまでの検討経緯の振り返り。

• 既に健康管理支援事業のなかで実施されている、レセプト情報を利用した頻回受診者の特定、改善指導との棲み分け
を整理する。

ー 利用目的：頻回受診者（医療機関）の対象者（仮）の早期特定。
ー データ連携頻度：日次
ー データ項目に係る補足：診療科目は連携しない。

• 生活保護システム、オンライン資格確認等システム、資格確認端末/レセプトコンピューターが保持/連携する情報（デー
タ項目）を整理する。

⇒上記の整理を踏まえ、資格確認実績に必要なデータ項目を整理する。
※なお、オンライン資格確認等システム側でのデータ容量の肥大化を避けるため、データ項目は必要最低限に絞り込

む想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.21 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目

これまでの検討経緯の振り返り

健康管理支援事業のなかで実施されている頻回受診指導は、レセプト情報を利用して対象者を特定しているため、頻回受診の事象の
発生→対象者の特定→指導まで数カ月を要する認識。
⇒資格確認実績を日次で取得可能とすることで、現行よりも早期に頻回受診指導を行うことが可能になる想定。

被保護者健康管理支援事業
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19953.html

利用目的

頻回受診指導の対象者（仮）の
早期特定。
※資格確認の実績に基づき一次ス
クリーニングとして活用（受診の実績
ではない）。

データ連携頻度

日次で前日分の資格確認実績を
取得可能とする。
※オン資システム→医療保険者等
向け中間サーバー等→生活保護シ
ステム。

データ項目に係る補足

医療機関等の業務負荷を考慮し、
診療科目は連携しない。
※診療科目を連携する場合、医療
機関等側で当該資格確認に紐づく
診療科目の入力が必要。

レセプト情報を利用した対応であ
るため、事案の発生から指導まで
に数か月を要する。
⇒早期での指導に課題。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.21 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目

各システムが保持/連携するデータ項目、対応案

資格確認実績（ログ情報）は、被保護者を特定するための最低限の情報（公費負担者番号・受給者番号）及び資格確認が実施
された医療機関等・日付を特定するための情報（医療機関コード・資格確認日）をデータ項目とする。
⇒上記のデータ項目を生活保護システム内の情報と紐づけることで、頻回受診指導の対象者(仮)及び未委託の医療機関等で資格
確認を行った被保護者を特定する。

資格確認端末/レセプトコンピューター

資格確認端末/レセコンに登録された情報

ー 医療機関コード

ー （資格確認日）

オンライン資格確認等システム

資格情報

ー 公費負担者番号・受給者番号

ー 氏名

ー 生年月日

ー 保護開始日 等

医療券/調剤券情報

ー 公費負担者番号・受給者番号

ー 委託先医療機関名

ー 主な傷病名

ー 自己負担割合 等

生活保護システム

資格情報

ー 公費負担者番号・受給者番号

ー 氏名

ー 生年月日

ー 保護開始日 等

医療券/調剤券情報

ー 公費負担者番号・受給者番号

ー 委託先医療機関名

ー 主な傷病名

ー 自己負担割合 等

健康増進法に基づく健診情報

医療機関コードマスタ

その他、保護決定時に必要な情報

⇒ 資格確認実績のデータ項目と生活保護
システム内の情報を突合し、頻回受診指導
対象者（仮）を特定する。

⇒ また、未委託の医療機関等での資格確
認も特定可能。

＜資格確認実績(ログ情報)＞

ー 公費負担者番号

ー 受給者番号

ー 医療機関コード

ー 資格確認日
ー 資格確認方法

１

2

3

医療機関等で本人確認(資格確認)を実施した
被保護者を特定する。

→ 公費負担者番号

→ 受給者番号

本人確認(資格確認)が実施された医療機関等・
日付を特定する。

→ 医療機関コード

→ 資格確認日

※資格情報から情報を吐き出すことで、医療券/
調剤券情報の登録前でも公費負担者番号・受
給者番号の連携が可能。

※オン資システムベンダとの調整を踏まえ、
資格確認実績（ログ情報）のデータ項目を変更する可能性がある。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.2. 実現方式（大方針）
2.3. 検討事項・対応案
2.4. 次年度以降に検討すべき事項・対応アプローチ
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧を以下に整理しました。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

2.3.2 WG Ⅳ.資格
確認実績
（ログ情
報）の連
携

ネットワー
ク方式

支払基金側で資格確認実績
（ログ情報）を管理・連携する
システムをどうするか。

• オンライン請求システム、又は医療保険者等向け中
間サーバー等を利用する案の2案が存在する。

• 医療保険者等向け中間サーバー等を利用する案
の場合、既存の仕組みを流用することで、資格確
認実績（ログ情報）を連携できる可能性がある。

• 上記より、医療保険者等向け中間サーバー等を利
用する案を優先案として検討中。

2.3.3 Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

業務・運
用

福祉事務所におけるオン資対
応医療機関等の把握方法をど
うするか。
ー マスタの出元
ー マスタの更新方法・頻度
ー 生保システムへのマスタの

取り込み方法
ー キー情報

• 厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利
用 参加医療機関・薬局リスト」を、オン資対応医
療機関等マスタとして利用する。

• 福祉事務所においては、職員の操作により、生活
保護システムに上記のマスタを取り込み、指定医療
機関コードに上記マスタの医療機関コードを登録す
る。

• 福祉事務所のマスタの更新頻度は月次を想定。

※支払基金に対する施設要件などの申請に基づき、
オンライン資格確認開始済みの医療機関等に対し
て、診療報酬を上乗せすることが検討されている。
⇒上記の申請状況をマスタとして利用することも考
慮する。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

2.3.4 WG Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

業務・運
用

医療券、調剤券の運用方法を別切り
で整理するか。
ー 調剤券単独での発行有無。
ー 指定医療機関に医療機関（医

科/歯科）を登録する運用の有無。

＜調査結果＞
• 調剤券単独での発行有無 → 単独でも発

行可能。
• 調剤券への医療機関の登録有無 → 指定

医療機関：薬局、処方箋発行元医療機
関：医科/歯科

＜対応案＞
• 技術解説書の別紙において、医療機関（医

療券）・薬局（調剤券）の運用方法は別
切りで整理する。

• 現行の薬局における調剤券の運用（事後
的な請求、処方箋による調剤・資格確認）
の流れを大きく変更することなく医療扶助のオ
ンライン資格確認を導入する。

ー Ⅲ.資格
確認

被保護者が処方箋のみ持参して来局
し、処方箋には公費負担者番号・受
給者番号等の記載がなく、生活保護
の法別番号12番だけ記載されている
ケースでの資格確認をどうするか。

• 左記のユースケースの対応は、現行通りの運
用を基調とする（薬局→福祉事務所への照
会等）。

• 被保護者に対しては、マイナンバーカードの持
参を周知し、未委託の状態でも、氏名・生年
月日等の基本情報を医療機関等で閲覧可
能とする想定。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー WG Ⅳ.資格
確認実績
（ログ情
報）の連
携

業務・運
用

資格確認実績（ログ情報）を活用し、
薬局→福祉事務所への調剤券の請
求業務を廃止する運用方法を採用で
きるか。
※薬局→福祉事務所への調剤券の
請求は、未委託の状態で調剤を受け
た被保護者が対象となる想定。
資格確認実績（ログ情報）を活用
することで、未委託の状態で資格確認
を行った被保護者を特定できる可能
性がある。

• 左記の運用方法自体は活用できる想定。
• 但し、当該運用については、制度の原則から

逸脱する運用であるため、あくまで福祉事務
所⇔医療機関等間の取り決めによって行わ
れることを前提とする。
※生活保護システムの標準化検討の業務の
標準化の方針も影響する想定。

ー Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

機能 医療保険者等向け中間サーバー等に
おけるデータ管理について、現行の各
保険者の委託区画を利用するのか、
又は新規の委託区画を作成するか。

• 医療保険者中間サーバー側ベンダへの照会
結果に則る。

（照会結果）
• 「論理的に新規の委託区画を福祉事務所

単位で作成する。
※システム実現方式（「同一のデータベース
インスタンス上に定義」等）については、ベンダ
にて最新の要件を基に最適な方式を再検討
する想定。」

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

2.3.5 WG Ⅲ.資格
確認

機能 顔認証付きカードリーダーの改修要否、
及び改修範囲。

• 改修は必要。
• 主な改修項目は以下の通り。

ー 初回登録の処理
ー 初回登録時の利用規約（利用規約へ
の生活保護制度の取り込み）
ー 併用（医療保険・医療扶助の両方の資
格情報が有効）の際の処理（カナ氏名の表
示）

2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否、及
び改修範囲。

• 改修は必要。
• 医療保険のオンライン資格確認の技術解説

書（医療機関等向け）を活用し、レセプトコ
ンピューター側の改修項目の概要を整理。

2.3.7 Ⅲ.資格
確認
(Ⅲ-a.未
委託の医
療機関に
係る連
絡)

資格確認端末とレセプトコンピュータを
接続していない医療機関等において、
未委託の資格確認時のメッセージ表
示をどのように実現するか（資格確認
端末のみでオン資を実施）。

• 資格確認端末のアプリケーションソフトにも未
委託の資格確認時のメッセージ表示機能を
実装することで対応する方針。
※未委託の資格確認を特定する機能、受
給者番号等を制限する機能、及び未委託の
資格確認時のメッセージ作成機能はオンライ
ン資格確認等システム側に実装する想定。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー WG Ⅲ.資格
確認
(Ⅲ-a.未
委託の医
療機関に
係る連
絡)

機能 未委託の“警告文”の表記をどうす
るか。

• 表記を以下の通り変更する。
“未委託の警告文の表示” → “未委託の資
格確認時のメッセージの表示”

2.3.8 未委託の資格確認後の医療券/
調剤券の登録について、当該被保
護者を医療機関側で管理・抽出す
る仕組み、及び福祉事務所側で登
録漏れを把握する仕組みをどうする
か。

• 当該ユースケースについては、医療機関等→福
祉事務所への電話照会などにより、医療機関
等・福祉事務所の両者が該当する被保護者を
把握できている前提。

• また、左記の要件は便利機能的な位置づけに
なるため、オンライン資格確認の導入の中でシス
テム対応は行わず、必要に応じて自治体・医療
機関等が個別でベンダに発注することとする。
※請求前資格確認の導入により、登録漏れに
起因する業務負荷を削減する想定。

ー Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

ー オンライン資格確認の導入により、
（医療保険者等と同様に）福祉
事務所も運用費を負担するか。

• （医療保険者等と同様に）福祉事務所も運
用費を負担する。
※具体は厚生労働省⇔支払基金間で調整中。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー WG Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

ー 自治体内のネットワーク切り替え
作業量を踏まえ、導入スケジュー
ルを変更する必要があるか。

• 自治体（a市）への過去の類似事例の照会結
果より、自治体内のネットワーク切り替え作業に要
する期間は3カ月~4カ月程度であり、福祉事務
所におけるシステム改修スケジュール内で完了する
想定であるため、スケジュールの変更対応は不要
の見込み。

ー Ⅱ.健診
情報の登
録

福祉事務所から健診情報を連携
することが支払基金法等に抵触し
ていないか。

• 令和３年６月に成立した改正生活保護法第
80条の４第１項において、「保護の実施機関は、
医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実
施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被
保護者又は被保護者であった者に係る情報の収
集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事
務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健
康保険団体連合会に委託することができる」という
規定を新設。

• 併せて、社会保険診療報酬支払基金法第15
条第２項第５号において、「生活保護法第80
条の４第１項の規定により情報の収集若しくは
整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託
されたときは、その収集若しくは整理又は利用若し
くは提供に必要な事務を行うこと」という規定を新
設。

• これら規定により、福祉事務所から健診情報等を
支払基金に連携することを可能としている。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧



.

43

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー 自治体ベ
ンダヒアリ
ング

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

ネットワー
ク方式

福祉事務所→医療保険者等向
け中間サーバー等に対するデータ
連携について、常時連携（常時
接続）とするか、又はバッチ連携
（都度接続）とするか。

• 現行のレセプト管理システム⇔オンライン請求シス
テム間の接続がバッチ連携（都度接続）である
ことを踏まえ、福祉事務所→医療保険者等向け
中間サーバー等に対するデータ連携もバッチ連携
（都度接続）とする方針。

• また、福祉事務所におけるデータ登録業務は随
時実施できる仕組みとする。
※医療保険者等向け中間サーバー等ベンダより、
連携方式は医療保険者等ごとに様々である旨回
答を受領。

2.3.9 業務・運
用

受給者番号の固定化をどの程度
まで徹底するか。

• 保護の決定→保護の廃止までは同一の受給者
番号を継続して利用する方針。世帯変更時も、
可能な限り受給者番号を固定化する方針。

• 但し、保護決定→保護廃止→保護(再)決定に
おいては、医療保険の復職と同様に、受給者番
号が変更される前提とする。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー 自治体ベ
ンダヒアリ
ング

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

業務・運
用

保護停止時の運用をどうするか。 • 保護の停止は、保護の廃止時と同様に資格喪
失年月日の日付で管理する（福祉事務所に
おいてデータ更新の業務が必要）。

• 保護の停止/廃止となった資格情報に紐づく医
療券/調剤券情報も一律で有効期間が終了す
る仕組みとする。
※一度、無効（廃止）とした資格情報等のレ
コードを再度有効に設定する運用に問題なし。

2.3.10 都費分/区費分のように、1福祉事
務所において、生保の公費負担者
番号を複数利用している場合の運
用をどうするか。

• 加入者資格情報と公費負担者番号が異なる
医療券/調剤券情報も登録可能であることから、
当該運用は現行のまま継続可とする想定。
※保険者マスタにも2つの番号を登録する。

ー 医療券/調剤券情報を登録するタ
イミングは、医療扶助の決定時、又
は本人負担額の決定時のどちらか。
※医療扶助の決定→本人負担額
の決定まで2週間要するケースもあ
る。

• 医療扶助の決定時に登録する運用を基調とす
る。

• 医療機関等で本人負担額が空欄の医療券/
調剤券情報が表示された場合は、医療機関等
→福祉事務所に電話照会する運用を想定。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

2.3.11 自治体ベ
ンダヒアリ
ング

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

データ 資格情報、医療券/調
剤券情報の登録時に、
どのデータ項目を必須
項目、又は任意項目と
するか。

• 傷病名・自己負担額などは任意項目としつつ、公費負担者
番号・受給者番号・氏名・委託先医療機関等などを必須
項目とする想定。

• データ項目の整理と併せて、登録時必須/任意、医療機関
等での表示要否、及び未委託の医療機関等での閲覧可
否を整理。

ー 保護の停止/再開時
用のデータ項目は用意
されるのか。
※医療機関等で保護
の停止/再開の日付を
確認するユースケースも
存在する。

• 保護の停止→保護の再開では、下記の対応とする想定。
ー 保護の停止時：資格情報の更新（資格喪失とする、
紐づく医療券/調剤券情報も自動で無効とする）
ー 保護の再開時：資格情報の登録（新規資格取得と
する、“資格取得年月日“は保護の再開日）、医療券/調
剤券情報の登録

• 月の途中（5日→8日）に保護停止になるケース例にする
と、資格情報、医療券/調剤券情報の状態遷移は以下の
通り。
ー 資格情報①（“資格取得年月日”：1日、“資格喪失
年月日“：4日）
ー 医療券情報①：自動で無効とする。（“有効開始年
月日“：1日、“有効終了年月日“：31日→4日）

ー 資格情報②（“資格取得年月日”：9日、“資格喪失
年月日“：設定なし）
ー 医療券情報②：新規登録する。（“有効開始年月日
“：9日、“有効終了年月日“：31日）

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー 自治体ベ
ンダヒアリ
ング

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

ー 福祉事務所（生活保護システム
等） ⇔ 支払基金側システムの接
続について、どのような通信を行うか。

• 接続先を特定（限定）する措置を施す。
• また、データ通信は暗号化処理を施すこととする。

2.3.12 要件整理
支援

ネットワー
ク方式

福祉事務所→医療保険者等向け
中間サーバー等に対するデータ連携
について、ベンダ単位でデータ連携
が可能か。
※生活保護システム → ベンダ環
境 → 医療中間サーバー等

• オンプレのレセプト管理システムを利用する福祉
事務所では、福祉事務所単位でデータ連携を
行う。

• クラウドのレセプト管理システムを利用する福祉
事務所ではベンダ環境からの接続・データ連携
を基調とする想定。

ー 業務・運
用

福祉事務所において傷病名マスタ
を統一するか。
ー マスタの出元
ー マスタの更新方法・頻度
ー 生保システムへのマスタの取り

込み方法
ー キー情報

• 傷病名マスタは統一しない。現行通り、福祉事
務所ごとの傷病名マスタ等に基づき、傷病名を
登録する。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー 要件整理
支援

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

業務・運
用

医療保険者等向け中間サーバー
等上での資格情報、及び医療券/
調剤券情報の保存期間（保護廃
止後も含む）をどうするか。
※どの根拠（法律・制度等）に基
づき保存期間を設定するか。

• 支配基金側でどの程度データを保存するか、特
に定められた規定等はない。

• オンライン資格確認の枠組みでのデータ保存期
間は、医療保険と同様に10年（10年を超えて
資格異動がない場合は継続して管理）とする
方針。

• 上記は医療保険のオン資でも検討中であるため、
医療保険のデータ保存期間が決まり次第、医
療扶助のデータ保存期間も同様に決まる想定。

ー Ⅲ.資格
確認

医科歯科併設の医療機関において、
未委託の医療機関として特定され
ない仕組みをどのように実現するか。

• 医療機関等向けの技術解説書において、「マイ
ナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機
関・薬局リスト」に記載されている医療機関コー
ドを、医療機関等の端末に設定するように周知
する。
⇒医療機関等への働きかけは厚生労働省が主
体となって行う。

ー Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

機能 同一都道府県内/市区町村内の
他の福祉事務所の資格情報等を
医療保険者等向け中間サーバー
等上で閲覧・更新等を行う仕組み
が必要か。

• 自治体ベンダへのヒアリング結果より、医療保険
者等向け中間サーバー等に左記の仕組みは不
要。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

2.3.13 要件整理
支援

Ⅳ.資格
確認実績
（ログ情
報）の連
携

機能 資格確認実績（ログ）の蓄積対
象（資格確認）をどうするか。

• データの漏れをなくすため、医療扶助の資格情
報を取得した全ての資格確認を蓄積対象とす
る。

• データ項目に“資格確認の方法”を追加し、福
祉事務所にて資格確認の方法ごとに分析対象
を選択できることとする。
※但し、“資格確認の方法”を付加できない場
合、一括照会は蓄積対象外とする。

ー PJT
内部

Ⅰ.資格
情報及び
医療券/
調剤券情
報の登録

ネットワー
ク方式

大方針として整理したネットワーク方
式を採用できない福祉事務所（統
合専用端末によるデータ連携が基
調となる福祉事務所）がないか。
ー 生活保護システムを導入して

いない福祉事務所がないか。
ー レセプト管理システムを導入し

ていない福祉事務所がないか。

• 個別ヒアリング対象は生活保護システム側で約
4福祉事務所、レセプト管理システム側で13福
祉事務所存在する。

• 貴省より受領した資料を活用し、ヒアリング対象
の絞り込み、ヒアリング事項の整理を実施。

• 貴省にて自治体への照会対応中。

2.3.14 Ⅲ.資格
確認

業務・運
用

紙の処方箋に記載される情報でオ
ンライン資格確認が可能か。

• 紙の処方箋には、原則として公費負担者番号・
受給者番号・生年月日が記載されるため、紙の
処方箋を利用した受給者番号等によるオンライ
ン資格確認の実施が可能である想定。
※調剤券の廃止は想定せず、あくまで薬局にお
ける運用パターンの1つの位置づけ。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー PJT
内部

Ⅲ.資格
確認

業務・運
用

複数の資格情報が有効である場合、
新旧どちらの資格情報を優先する
か。

• 医療保険のオン資では、有効な資格が複数あ
る場合、資格情報（加入者資格情報）の交
付年月日・有効開始日等が最新の資格情報
を連携する仕組み。

• 医療扶助のオン資でも上記の考え方を踏襲し、
資格情報（加入者資格情報）の資格取得
年月日が最新の資格情報を優先して連携・表
示する仕組みとする。

2.3.15 Ⅲ.資格
確認
(Ⅲ-a.未
委託の医
療機関に
係る連
絡)

機能 非指定の医療機関等で資格確認
が行われた際に、仮に医療券情報
の指定医療機関に非指定の医療
機関が登録されていた際も、未委
託の資格確認として検出するか。

• 非指定の医療機関等でも、自機関が委託先と
して登録された医療券/調剤券情報は閲覧可
能とする。

ー 薬局における資格確認についても、
未委託に係る制御の対象とするか。

• 薬局も未委託に係る制御の対象とする。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.1 実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧

前頁の続き。

項番 出所 業務
分類

観点 検討事項 対応案

ー PJT
内部

ー ー 医療扶助のオンライン資格確認において、外国籍の被保護者
の取扱いをどうするか（法律・制度面で追加の対応が必要か）。
※原則、生活保護法は日本国民のみを対象としている。一方
で、実としては外国籍の被保護者も存在する。

（参考：確認観点）

＜資格情報・医療券/調剤券情報＞
ー 生活保護システム→医療保険者等向け中間サーバー等へ
のデータ連携
ー 医療保険者等向け中間サーバー等・オンライン資格確認等
システムでのデータ管理
ー オンライン資格確認等システム→資格確認端末/レセプトコ
ンピューターへのデータ連携

＜健診情報＞
ー 生活保護システム→特定健診等データ収集システムへの
データ連携
ー 特定健診等データ収集システム・オンライン資格確認等シス
テムでのデータ管理
ー オンライン資格確認等システム→資格確認端末/レセプトコ
ンピューターへのデータ連携

＜資格確認実績（ログ情報）＞
ー オンライン資格確認等システム→医療保険者等向け中間
サーバー等→生活保護システムへのデータ連携
ー 医療保険者等向け中間サーバー等でのデータ管理

• 現行の医療扶助の業務におい
て、外国籍の被保護者につい
ても。生活保護・医療扶助を
決定したうえで、医療券/調剤
券を利用した資格確認が行わ
れている。

• 上記を踏まえ、外国籍の被保
護者についても、オンライン資
格確認の対象とする方針で整
理を進める。
※技術解説書等においては、
外国籍の被保護者も対象とす
る方針で整理。

⇒一方で、医療扶助のオンラ
イン資格確認において、外国
籍の被保護者を対象とするこ
との、法律・制度面での手当て
が間に合わない場合は、令和
5年度の医療扶助のオンライン
資格確認では、外国籍の被
保護者を対象外とする運用も
想定。

実現方式（大方針）から抽出した検討事項一覧
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.2 資格確認実績（ログ情報）のネットワーク方式

項番 検討事項 対応案

2.3.2 支払基金側で資格確認実績（ログ情
報）を管理・連携するシステムをどうするか。

• オンライン請求システム、又は医療保険者等向け中間サーバー等を利用す
る案の2案が存在する。

• 医療保険者等向け中間サーバー等を利用する案の場合、既存の仕組みを
流用することで、資格確認実績（ログ情報）を連携できる可能性がある。

• 上記より、医療保険者等向け中間サーバー等を利用する案を優先案として
検討中。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.2 資格確認実績（ログ情報）のネットワーク方式

資格確認実績（ログ情報）を管理・連携するシステムは、既存の仕組みを活用することができる案2：医療保険者等向け中間サーバ
ー等を利用する方式を優先案として継続して検討を進める。
※案1：オンライン請求システムを利用する方式は代替案とする。

実現方式（案）

案1

（優先案）
案2

オンライン請求
システム

医療保険者等向け中間
サーバー等

懸念事項等

• サービス提供日時に制限あり。
※8:00~21:00のみ利用可能。
※毎月1日～4日は利用不可。

• サービス提供日時に制限あり。
※平日8:00~21:00のみ利用可能。
※土日祝日は利用不可。

• 資格確認実績（ログ情報）のデータ項目等
の要件を精緻化し、支払基金・システムベン
ダに連携する。

• サービス提供日時などの制約事項を踏まえ、
福祉事務所における資格確認実績（ログ情
報）の分析業務の運用方針を検討する。

今後の対応事項

案3
オンライン資格確認等シ
ステム

• 生活保護システム⇔オンライン資格確認等システム
を直接接続する場合、医療保険者等と異なる接
続方式を採用することになる。
※医療保険者等の基幹システムはオンライン資格
確認等システムと直接接続していない。
⇒オンライン資格確認等システムへの直接接続が
ノックアウト要件になる想定。

※システム上でのログの連携頻度は日次を想定。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.2 資格確認実績（ログ情報）のネットワーク方式

医療扶助の独自要件（機能）として、福祉事務所が適切に被保護者の受診状況を把握する仕組みを実現する。
具体的には、被保護者の資格情報が要求された実績（資格確認実績（ログ情報））を、オンライン資格確認等システムで生成し、
その後、医療保険者等向け中間サーバー等に連携する。福祉事務所は、医療保険者等向け中間サーバー等から資格確認実績（ロ
グ情報）を取得し、生活保護システム内の医療券/調剤券情報と紐づけることで、頻回受診の傾向がある者・未委託のまま資格確認
を行った者を把握する。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

資格確認実績（ログ情報）の連携の流れ

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

LGWAN VPN
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.2 資格確認実績（ログ情報）のネットワーク方式

医療扶助のオン資導入後のネットワーク方式を考慮すると、資格確認実績（ログ情報）を管理・連携する方式については、以下の案
①~③が存在する認識。

実装方式の洗い出し

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカードリー
ダー等/資格確認端末

案①

オンライン請求システム

福祉事務所

生活保護システム

資格確認実績
（ログ情報）

資格確認実績
（ログ情報）

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカードリー
ダー等/資格確認端末

案②

医療保険者等向け中
間サーバー等

福祉事務所

生活保護システム/統
合専用端末

資格確認実績
（ログ情報）

資格確認実績
（ログ情報）

支払基金・中央会 医療機関等

顔認証付きカードリー
ダー等/資格確認端末

案③

オンライン資格確認等
システム

福祉事務所

生活保護システム

資格確認実績
（ログ情報）

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.2 資格確認実績（ログ情報）のネットワーク方式

生活保護システム⇔オンライン資格確認等システムを直接接続する場合、医療保険者等と異なる接続方式を採用することになる。
※医療保険者等の基幹システムはオンライン資格確認等システムと直接接続していない。

案③における課題の洗い出し

医療保険者等

案3

医療保険者等

基幹システム

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカードリー
ダー等/資格確認端末

福祉事務所

生活保護システム

資格確認実績
（ログ情報）

• 生活保護システム⇔オンライン資格確
認等システムを直接接続した場合、
医療保険者等と異なる対応となる。

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカードリー
ダー等/資格確認端末

• 医療保険者等システム⇔
オンライン資格確認等シス
テムは直接接続していない。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.3 オンライン資格確認対応済み医療機関マスタ WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.3 福祉事務所におけるオン資対応医療機関
等の把握方法をどうするか。
ー マスタの出元
ー マスタの更新方法・頻度
ー 生保システムへのマスタの取り込み方

法
ー キー情報

• 厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬
局リスト」を、オン資対応医療機関等マスタとして利用する。

• 福祉事務所においては、職員の操作により、生活保護システムに上記のマ
スタを取り込み、指定医療機関コードに上記マスタの医療機関コードを登録
する。

• 福祉事務所のマスタの更新頻度は月次を想定。

※支払基金に対する施設要件などの申請に基づき、オンライン資格確認開
始済みの医療機関等に対して、診療報酬を上乗せすることが検討されてい
る。
⇒上記の申請状況をマスタとして利用することも考慮する。



.

58

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.3 オンライン資格確認対応済み医療機関マスタ

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト」を利用して、福祉事務所の職員はオン資対応済み医
療機関等を把握する。具体的には、福祉事務所の職員の操作（マニュアル操作）により、厚生労働省のHPから上記リストをダウンロー
ドし、生活保護システム内のオン資対応医療機関等マスタを更新する。マスタの更新頻度（福祉事務所側）は月次を想定。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

観点

マスタの出元

マスタの更新方法
（福祉事務所側）

マスタの更新頻度
（福祉事務所側）

現行のマスタの運用（自治体ベンダへの照会結果）

• 厚生労働省地方厚生局のコード内容別医療機
関一覧表、都道府県作成の指定医療機関等マ
スタ等。
⇒自治体/福祉事務所ごとに様々。

• 福祉事務所の職員の操作によるマニュアル操作、
生活保護システムベンダによる現地対応等。
⇒自治体/福祉事務所ごとに様々。

• 月次、随時（医療機関等→福祉事務所への連
絡、都道府県→福祉事務所への連絡）等。
⇒自治体/福祉事務所ごとに様々。

オン資導入後のマスタの運用（オン資のデータ登録に係るマスタ）

• 厚生労働省が公開する「マイナンバーカードの健康保険証利用
参加医療機関・薬局リスト」を利用する。

• 福祉事務所は上記のマスタを利用して、オンライン資格確認に対
応している医療機関等を確認する。

• 福祉事務所の職員の操作により、生活保護システムに上記のリス
トをオンライン資格確認対応済み医療機関等マスタとして取り込む。

• 生活保護システムにおいて、オンライン資格確認対応済みの医療
機関等のみ医療券/調剤券情報に登録できる仕組みとする。
※福祉事務所が生活保護システムベンダに依頼してマスタの更新
対応を依頼することも可能。

• 現行の医療券/調剤券の発行が月次で行われる業務を考慮して、
福祉事務所におけるマスタの更新頻度も月次での運用を想定。

• マスタの更新タイミング（月初とするか、月末とするか等）は、福祉
事務所ごとに決定する運用を想定。

現行/オン資導入後のマスタの運用
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.3 オンライン資格確認対応済み医療機関マスタ

厚生労働省によるオン資対応医療機関等マスタの公開→福祉事務所によるマスタの取り込み→医療機関等における資格確認の流れ
を整理。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

医療保険者等向け
中間サーバー等→オンライン

資格確認等システム

レセプトコンピューター等

オン資対応医療機関等マスタ

・ ●●●●

・ △△△△

・ □□□□

＜厚生労働省HP＞
オン資対応医療機関等マスタ

・ ●●●●

・ △△△△

・ □□□□

厚生労働省

• 厚生労働省がHP上でオン資
対応医療機関等マスタを公
開する。

• 福祉事務所の職員の操作により、
生活保護システムにオン資対応
医療機関等マスタを取り込む。

イメージ図

• オン資未対応の医療機関等では、紙
の医療券/調剤券を確認して資格確
認を行う（現行通り）。

• オン資対応医療機関等マスタに
基づき、医療券/調剤券情報に
医療機関コードを登録する。
※オン資未対応の医療機関等を
利用する場合は、紙の医療券/
調剤券を発行する。

1

2

3
4
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.3 オンライン資格確認対応済み医療機関マスタ

現行の委託先医療機関等のマスタについては、福祉事務所/ベンダごとに様々である認識。
福祉事務所の職員がマスタを更新できる仕組みである認識。また、指定外の医療機関等もマスタに登録されることがある認識。

⇒現行のマスタをそのまま流用すると、福祉事務所がオン資対応医療機関等を把握することが困難であるため、貴省よりオン資対応医
療機関等（医科・歯科・薬局）を公開し、福祉事務所/ベンダが取り込む対応を基調とする想定（具体的には、医療機関等コードを
キーとして、現行のマスタにオン資対応医療機関等フラグの列を追加する等）。

※傷病名はオン資導入後も現行通りの運用を踏襲する。

照会事項 回答

福祉事務所における現行の委託先医療機関等
の管理方法をご教示いただけないでしょうか。
ー 活用しているマスタの出元
ー マスタの更新方法・頻度
ー 生保システムへのマスタの取り込み方法
ー キー情報
ー 医科/歯科（医療券）、薬局（調剤券）

での管理方法の差分

※もし、医療券/調剤券の傷病名についても、マ
スタ等活用されておりましたら、同様にご回答いた
だけないでしょうか。

＜C社＞
• マスタの出元は不明（都道府県管理のマスタも存在するが、更新されないために中身が陳

腐化している）
• 政令市/中核市は、福祉事務所職員がマスタを更新（指定医療機関等を認可したタイミ

ング）。
• その他の自治体ではベンダ側でマスタを更新（都道府県の指示、非指定/都道府県外の

医療機関等での受診時）
＜D社＞
• マスタの出元は都道府県管理/厚生局管理の指定医療機関マスタ。
• 薬局分も医科/歯科と同様に管理。
• 福祉事務所職員がマスタを更新。
• 傷病名もマスタ管理している（独自マスタ化）。
• 福祉事務所職員がマスタを更新。
＜B社＞
• マスタの出元は都道府県管理のマスタ。
• 薬局分も医科/歯科と同様に管理。
• 一般的な医療機関コードを利用。
• 福祉事務所職員がマスタを更新。
• 傷病名のマスタも管理（独自マスタ化）。
• レセ管システムのマスタを利用/独自マスタを利用する自治体が存在。
＜A社＞
• マスタの出元は都道府県管理/厚生局管理のマスタ。
• 薬局分も医科/歯科と同様に管理。
• 福祉事務所職員がマスタを更新。
• 傷病名のマスタも管理（自治体独自のマスタ）。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.3 オンライン資格確認対応済み医療機関マスタ

マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯



.

62

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.4 医療券、調剤券の運用方法を別切りで整
理するか。
ー 調剤券単独での発行有無。
ー 指定医療機関に医療機関（医科/

歯科）を登録する運用の有無。

＜調査結果＞
• 調剤券単独での発行有無 → 単独でも発行可能。
• 調剤券への医療機関の登録有無 → 指定医療機関：薬局、処方箋発

行元医療機関：医科/歯科

＜対応案＞
• 技術解説書の別紙において、医療機関（医療券）・薬局（調剤券）の

運用方法は別切りで整理する。
• 現行の薬局における調剤券の運用（事後的な請求、処方箋による調剤・

資格確認）の流れを大きく変更することなく医療扶助のオンライン資格確
認を導入する。
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

次年度以降作成される技術解説書では、医療機関（医療券）・薬局（調剤券）の運用方法を別切りで業務フローを整理する。ま
た、現行の薬局における調剤券の運用（事後的な請求、処方箋による調剤・資格確認）の流れを大きく変更することなく医療扶助の
オンライン資格確認を導入する想定。

照会観点

調剤券単独での発行有無

自治体ベンダへの照会結果

＜A社・B社・ C社・D社＞

• 調剤券は単独でも発行可能（診療と調剤が別々の月で行われるケース等）。

• 但し、主に医療券の発行と併せて発行する。
※調剤券の発行時には処方箋発行元医療機関を登録する。

調剤券の指定医療機関に医療
機関（医科/歯科）を登録する

運用の有無

＜A社・B社＞

• 調剤券の指定医療機関には医療機関を登録することもあれば、薬局を登録することもある。

＜C社＞

• 処方箋発行医療機関には医療機関、委託先医療機関等には薬局を登録する（同じ欄に2つの情報を記載）。

• 調剤券には医療機関を登録することもあれば、薬局を登録することもある。

＜D社＞

• 処方箋発行医療機関には医療機関、委託先医療機関等には薬局を登録する（同じ欄に2つの情報を記載）。

• 指定医療機関（委託先）を空欄で発行することもある（どこの薬局に行くか不明な場合）。

⇒調剤券の発行業務において、処方箋発行元医療機関の登録を必須とする等、医療券と調剤券は別の運用が行われているこ
とから、調剤券情報の登録・薬局での資格確認に係る業務フローは、医療券情報の登録・医療機関での資格確認とは別切り
で整理する。

生活保護システムベンダへの照会結果

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

現行の薬局での資格確認においては、処方箋・調剤券を併せて確認する方法が制度の原則通りの運用である。一方で、処方箋のみで
調剤を行い、薬局→福祉事務所に調剤券を請求し、事後的に調剤券が発行される運用も広く行われている認識。

現行の主な業務パターン

医療券の発行に併せて調
剤券を発行するパターン
※制度の原則に基づく運

用

業務の流れ（概要）

被保護者

福祉事務所

医療機関

薬局

医療扶助利用
の申請

要否意見書の
発行

要否意見書の
記入依頼

要否意見書の
記入・手交

要否意見書の
提出

医療券・調剤
券の発行

医療券の提示・受
診・処方箋の受領

資格確認・診察・
処方箋の手交

調剤券・処方箋
の提示

資格確認・処方
箋の確認・調剤

処方箋に基づき調剤を行
い、事後的に調剤券を請

求するパターン

被保護者

福祉事務所

医療機関

薬局

医療扶助利用
の申請

要否意見書の
発行

要否意見書の
記入依頼

要否意見書の
記入・手交

要否意見書の
提出

医療券の発行

医療券の提示・受
診・処方箋の受領

資格確認・診察・
処方箋の手交

調剤券の請
求

処方箋の提示

処方箋の確認・
調剤

調剤券の発
行

調剤券の送付

調剤券の受
領・資格確認

• 自治体のWebサイト、紙の調剤券の請求書等により、薬局
→福祉事務所の流れで調剤券を請求する。

• 医療券は要否意見書でどの医療機関に行くか把握したうえで、
医療券を事後発行している。
一方で、調剤券は薬局からの請求を契機に初めて福祉事務
所が委託先の薬局を把握し、調剤券を事後発行している。

現行の薬局での業務の流れ

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

なるべく現行の運用から業務の流れを大きく変更することなく、医療扶助のオンライン資格確認を導入する方針。処方箋で確認した受給
者番号等による一括照会、又は別途実装する医療機関コードによる一括照会により、被保護者の再来院を不要としたうえで、事後登
録された調剤券情報を確認する仕組みを実装する想定。

オン資導入後の主な業務パターン

医療券の発行に併せ
て調剤券を発行する

パターン
※制度の原則に基づ

く運用

業務の流れ（概要）

被保護者

福祉事務所

医療機関

薬局

医療扶助利用
の申請

要否意見書の
発行

要否意見書の
記入依頼

要否意見書の
記入・手交

要否意見書の
提出

医療券・調剤
券情報の登録

マイナンバーカードでの本人
確認・受診・処方箋の受領

オンライン資格確認・診
察・処方箋の手交

マイナンバーカードでの本
人確認・処方箋の提示

オンライン資格確認・処
方箋の確認・調剤

処方箋に基づき調剤
を行い、事後的に調
剤券を請求するパ

ターン

被保護者

福祉事務所

医療機関

薬局

医療扶助利用
の申請

要否意見書の
発行

要否意見書の
記入依頼

要否意見書の
記入・手交

要否意見書の
提出

医療券情報の
登録

マイナンバーカードでの本人
確認・受診・処方箋の受領

オンライン資格確認・診
察・処方箋の手交

調剤券の請
求

調剤券情
報の登録

（登録後の連
絡）

オンライン資格
確認

処方箋の提示

処方箋の確認・調剤

• 自治体のWebサイト、紙の調剤券の
請求書等により、薬局→福祉事務所
の流れで調剤券を請求する現行の運
用は変更しない想定。

• 処方箋によるオンラ
イン資格確認も可
能とする方針。
※処方箋に公費負
担者番号・受給者
番号が記載されて
いる前提。

• 処方箋で確認した受給者番
号等、又は医療機関コード
による一括照会を行う。

オン資導入後の薬局での業務の流れ

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

医療券情報、調剤券情報のデータ項目の主な差分を整理しました。

医療券/調剤券情報のデータ項目の差分（概要）

医療券情報のデータ項目（案）

• 医療券/調剤券別：必須

• 公費負担者番号：必須

• 受給者番号：必須

• 交付番号

• 診療年月：必須

• 有効開始年月日：必須

• 有効終了年月日：必須

• 単独・併用別：必須

• 指定医療機関コード：必須

• 指定医療機関名：必須

• 処方箋発行元医療機関コード：不要

• 処方箋発行元医療機関名：不要

• 傷病名1,2,3

• 診療別1

• 本人支払額（自己負担額）

• 地区担当員名：必須

• 取扱担当者名：必須

• 備考1（社会保険） ：必須

• 備考2（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第37条の2） ：必須

• 備考3,4,5

調剤券情報のデータ項目（案）

• 医療券/調剤券別：必須

• 公費負担者番号：必須

• 受給者番号：必須

• 交付番号

• 診療年月：必須

• 有効開始年月日：必須

• 有効終了年月日：必須

• 単独・併用別：必須

• 指定医療機関コード：任意

• 指定医療機関名：任意

• 処方箋発行元医療機関コード：必須

• 処方箋発行元医療機関名：必須

• 傷病名1,2,3

• 診療別

• 本人支払額（自己負担額）

• 地区担当員名：必須

• 取扱担当者名：必須

• 備考1（社会保険） ：必須

• 備考2（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第37条の2） ：必須

• 備考3,4,5

• 現行の調剤券面上では指定医療
機関名欄に医療機関(医科・歯
科)、及び薬局が記載されている
が、オン資導入後はデータ項目を
2つに分割。
※医療券情報のデータ項目は調
剤券情報のデータ項目と同様とす
る（医療券情報は処方箋発行元
医療機関名の入力は不要）。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

一般的に医療機関での受診→薬局での調剤が主な流れであるため、医療扶助のオン資における調剤券の業務フローについては、医療
機関と別に整理が必要になる可能性がある。
⇒調剤券の発行に係る業務の現状を調査の上、要件整理支援業務における対応を検討する。

検討事項・対応方針

検討事項
• 調剤券単独の発行での制約等を考慮して、医療機関（医科・歯科）とは別に、薬局の業務フローを作成する必要が

ある。

背景/対応方針

＜背景（現場の現状業務・課題認識）＞

• 医療扶助における薬局での調剤は、医療機関での受診→処方箋の発行→薬局での調剤が一連の流れで行われるた
め、予め福祉事務所から調剤券を入手して処方を受ける被保護者の割合が少ない可能性がある。この場合、薬局→
福祉事務所に請求書を送付する流れにより、調剤券の発行を依頼している。

• また、調剤券を単独で発行しない福祉事務所も存在するため（調剤券を薬局に発行しないパターンも存在）、医療機
関等とは別に薬局の業務フローを整理したほうが、薬局の現場にとっては理解が容易になる想定。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 調剤券に係る業務フローのAsIsを再度整理する。

• 調剤券に係る業務フローの通常パターン（制度の原則に基づくフロー）及び例外パターンを整理する。

• 今後の要件整理支援業務における対応を検討する。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

調剤券を単独で発行することは可能であるものの、医療券/処方箋の発行を調剤券の発行契機としている福祉事務所もある程度存在
する認識。薬局からの請求を受けて、事後で調剤券を発行・送付する福祉事務所もある程度存在する認識。
また、調剤券には、処方箋発行医療機関・委託先医療機関（薬局）が両方登録される認識。

⇒調剤券に係る業務フローについては、制度の原則通りの運用（発行契機：医療券/処方箋の発行）、及び薬局からの請求を受
けてから事後的に調剤券を登録する運用（発行契機：薬局の請求）を通常のパターンとしてはどうか。
⇒調剤券のデータ項目には処方箋発行医療機関及び委託先医療機関の項目を設け、それぞれ空欄でもデータ登録可とする想定。
※未委託の制御について、調剤券（照会元が薬局の場合）を対象外とするか。

※貴省における、医療券/調剤券方式の厳格化の方針に応じて上記方針を変更予定。

照会事項 回答

調剤券の発行業務と医療券の発行業務の差分
をご教示いただけないでしょうか。
ー 調剤券単独で発行することがあるか。
ー 調剤券の指定医療機関に医療機関（医

科/歯科）を登録することがあるか。

＜C社＞
• 調剤券は単独でも発行可能（診療と調剤が別々の月で行われるケース等）
※但し、この場合も処方箋発行医療機関を登録する。

• 調剤券には医療機関を登録することもあれば、薬局を登録することもある（薬局もマスタで
管理）。

＜D社＞
• 調剤券は単独でも発行可能（一定数存在する）。
※但し、この場合も処方箋発行医療機関を登録する。

• 調剤券には医療機関を登録することもあれば、薬局を登録することもある。
＜B社＞
• 調剤券は単独でも発行可能（主に医療券と併せて発行する）。
※但し、この場合も処方箋発行医療機関を登録する。

• 調剤券には医療機関を登録することもあれば、薬局を登録することもある。
• 調剤券の券面に処方箋発行医療機関名も表示している。
＜A社＞
• 調剤券は単独でも発行可能（主に医療券と併せて発行する）。
※但し、この場合も処方箋発行医療機関を登録する。

• 処方箋発行医療機関には医療機関、委託先医療機関等には薬局を登録する。
• 調剤券の券面に処方箋発行医療機関名も表示している。
• 委託先医療機関等を空欄で発行することもある。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

調剤券の発行の流れについては、医療券と同様に、被保護者の申請を契機として、要否意見書を福祉事務所が確認の上、調剤券の
発行を受けた被保護者が薬局を訪れて調剤を受ける流れが制度の原則通りの流れ。

調剤の給付

(1) 調剤券の発行

医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の給付につき申出があった場合には、医療券と同時に調剤券を
発行するものとすること。調剤券の発行については、指定薬局に対する委託、調剤券の作成、交付等は医療券の場合に準ずるものと
するが、患者に処方せんを発行すべき場合には、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第
二十三条に規定する様式に必要な事項を記載して交付するよう指定医療機関に対して周知徹底を図ること。
なお、当該用紙への記載に当たっては、当該用紙中「保険医療機関」とあるのは「指定医療機関」と、「保険医」とあるのは「指定医」

と読み替えるものとする。
患者は指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、指定医療機関から交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調
剤券に添付して調剤券に記載された指定薬局に提出するものとすること。
指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、医療機関の場合に準ずること。
なお、指定薬局においては次の事項を記入した調剤録を保存すること。(ただし、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と

同様の事項を記入したものをもってかえることができる。)
一 薬剤師法施行規則第十六条に規定する事項
二 調剤券を発行した福祉事務所名
三 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量および使用期間
四 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤価格、調剤手数料、請求金額、社保負担額、他法負担額および本人支払額

厚生労働省 生活保護法による医療扶助運営要領について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8434&dataType=1&pageNo=1

制度の原則通りの調剤券の発行パターン

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

医療券と同様に、調剤後に事後的に福祉事務所が調剤券を発行する運用も存在する認識。

医療機関が院内処方をせず、処方せんを発行する場合は、一般の保険制度と同様、省令レセプトを使用してください。
（１） 調剤券の発行
患者が医療機関の発行した処方せんを提出した場合、指定薬局は福祉事務所へ連絡して、調剤券の発行を受けてください。
（２） 調剤報酬の請求
調剤券から省令レセプトへ、公費負担者番号及び受給者番号等の必要事項を正確に転記のうえ支払基金に請求してください。
福島県 生活保護法 指定医療機関の手引き（平成30年4月）
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/259001.pdf

調剤の際には、被保護者が有効な調剤券を持参しているか、又は調剤券が社会福祉事務所から送付されているか確認をお願いします
。社会福祉事務所では、被保護者へ、事前に調剤薬局名等を連絡するように指導していますが、調剤の時点で調剤券がお手元に届
いていない場合は、お手数をおかけしますが、指定医療機関（薬局）様から担当区の社会福祉事務所へ調剤券発行の依頼をして
いただきますようお願いします。現在、発行の依頼が月末に集中しているため、発行に時間を要しご迷惑をおかけする事態になっており
ますので、できる限り分散して依頼をしてくださいますようお願いします。
名古屋市 生活保護法 指定医療機関の手引き
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000047/47969/iryoukikannnotebiki.pdf

薬局での調剤後に調剤券を発行するパターン

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

WG（1回目）での指摘通り、医療券・医療機関と紐づけて調剤券が発行される自治体も存在する認識。
⇒福祉事務所における調剤券情報の登録時の委託先薬局の指定方法については、福祉事務所における現状の指定薬局の管理方
法によっては、別途課題検討が必要になる可能性がある。

姫路薬剤師会 【重要】生活補助医療扶助に係る調剤費のレセプト請求について
https://www.himeyaku.jp/images/home/iryouhoken/%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%89%B6%
E5%8A%A9%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%AA%BF%E5%89%A4%E8%B2%BB%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E8%AB%8B
%E6%B1%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.4 薬局（調剤券）の運用

薬局向けに作成する業務フローを以下に整理しました。

⇒要件整理支援業務の中で、医療機関・薬局の業務フローを別切りで整理する方針（重複するものは対象外）。

⇒福祉事務所における現状の指定薬局の管理方法については、今後自治体ベンダに照会する想定。

AsIs/ToBe 業務分類 業務パターン

AsIs 資格情報の登録(保護の決定)→医療券/調剤券情報の登録(医療扶
助の決定)→資格確認

通常パターン（制度の原則通りの運用）
※医療券に紐づけて調剤券を発行する流れを考慮（別切りとする可能性あ
り）

福祉事務所→医療機関等に直接調剤券が送付されるパターン
※医療機関での受診後、そのまま調剤が行われ、薬局からの請求に基づき調
剤券が登録される流れを考慮（処方箋による調剤）

ToBe 資格情報の登録 通常パターン（制度の原則通りの運用）

医療券/調剤券情報の登録 通常パターン（制度の原則通りの運用）
※医療券に紐づけて調剤券を発行する流れを考慮（別切りとする可能性あ
り）

紙の医療券/調剤券を発行するパターン

資格確認 通常パターン（制度の原則通りの運用）

調剤券の請求による資格確認のパターン
※医療機関での受診後、そのまま調剤が行われ、薬局からの請求に基づき調
剤券が登録される流れを考慮（処方箋による調剤）

未委託の医療機関等での資格確認のパターン

医療機関コードでの一括照会による資格確認のパターン

健診情報の登録 通常パターン

資格確認実績（ログ情報）の分析 通常パターン

業務分類・業務パターン

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否、及
び改修範囲。

• 改修は必要。
• 主な改修項目は以下の通り。当該改修項目は、支払基金側システムの改

修項目となる。
ー 初回登録の処理
ー 初回登録時の利用規約（利用規約への生活保護制度の取り込み）
ー 併用（医療保険・医療扶助の両方の資格情報が有効）の際の処理
（カナ氏名の表示）



.

74

“顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件“に基づき顔認証付きカードリーダーの改修要否を整理した結果、顔認証付きカードリ
ーダーの画面遷移自体は変更不要である想定。一方で、表示項目、及び処理に係る機能面の改修が必要となる想定。

厚生労働省_顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件（令和3年12月27日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623506.pdf

• 顔認証付きカードリー
ダーに改修が必要か。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件

顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件に基づき、医療扶助のオンライン資格確認の導入による顔認証付きカードリーダーの改
修項目を整理。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件（令和3年12月27日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623506.pdf
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• 画面遷移自体は
改修不要の想定。

• 初回登録の処理で改
修が必要になる想定。

前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件（令和3年12月27日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623506.pdf
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前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件（令和3年12月27日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623506.pdf
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前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件（令和3年12月27日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623506.pdf
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• (4-2)特定健診情報の提供対象が
40歳以上の表示あり。
⇒健康増進法に基づく被保護者の健
診の対象者も40歳以上であるため、
現行の画面表示をそのまま活用。

• (5-1)カナ氏名の表示。
⇒併用の場合、医療保険・医療扶助2つ
の情報が紐づくが、どちらの情報を表示す
るか制御が必要（改修項目の候補）。

• (6-1,6-2)限度額認定証等は
被保護者は原則該当無し。
⇒“提供しない”ボタンを押下す
る運用を徹底。

通常（無人）モード

顔認証付きカードリーダーの画面遷移については、医療保険のオンライン資格確認の画面遷移をそのまま踏襲する想定。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_別紙（画面遷移）（令和2年11月13日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf
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通常（無人）モード
• (M1-1)利用規約に法律・制度の記載あり。
⇒医療保険に特化した内容であるため、生活保
護制度の法律の記載等も盛り込む方針。

• (M3-1)”保険証”の表記あり。
⇒生活保護受給者であることを周囲
の患者に知られたくない被保護者に配
慮し、“保険証”の表記のままとする。

前頁の続き。
※顔認証付きカードリーダーのその他のモード（目視(有人)モード、暗証番号モード）も同様の対応とする。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_別紙（画面遷移）（令和2年11月13日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf
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通常（無人）モード

(4-2)特定健診情報の提供対象が40
歳以上の表示あり。
⇒健康増進法に基づく被保護者の健
診の対象者も40歳以上であるため、
現行の画面表示をそのまま活用する。

(5-1)カナ氏名の表示。
⇒併用の場合、医療保険・医療扶助
2つの情報が紐づくが、どちらの情報を
表示するか制御が必要（改修項目の
候補）。

(6-1)限度額認定証等は被保護者は
原則該当無し。
⇒“提供しない”ボタンを押下する運
用を徹底。

前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_別紙（画面遷移）（令和2年11月13日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf
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通常（無人）モード

(6-2)限度額認定証等は被保護者は
原則該当無し。
⇒“提供しない”ボタンを押下する運
用を徹底。

(M1-1)利用規約に法律・制度の記
載あり。
⇒医療保険に特化した内容であるた
め、生活保護制度の法律の記載等も
盛り込む方針。

(M3-1)”保険証”の表記あり。
⇒生活保護受給者であることを周囲
の患者に知られたくない等の被保護者
の心情に配慮し、“保険証”の表記の
ままとする。

前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲

厚生労働省_別紙（画面遷移）（令和2年11月13日）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf
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支払基金及びWG構成員より受領した、顔認証付きカードリーダーの改修要否について、画面遷移図を参考に改修要否を確認する。

検討事項・対応方針

検討事項 • 顔認証付きカードリーダーに改修が必要か。

背景/対応方針

＜背景＞

• 支払基金・ベンダとの打合せより、顔認証付きカードリーダーの改修要否を確認するよう依頼を受領。

• WG（１回目）において、顔認証付きカードリーダーの改修要否を検討するよう指摘を受領。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 改修範囲を極小化するため、顔認証付きカードリーダーに改修を加えない方向で検討を進める。

• 医療保険のオン資における顔認証付きカードリーダーの画面遷移図を確認し、医療扶助において変更が必要な画面が
ないか確認する。
⇒機能面の改修要否については、支払基金ベンダに照会する予定。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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XXX顔認証付きカードリーダーの画面遷移（1/2）

顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件_別紙（画面遷移）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf

• (4-2)健康増進法に基づ
く健診の対象も40歳以上
でよいか。

• (5-1)カナ氏名を表示。
※資格情報で登録が必要。
⇒併用の場合、医療保険・医療扶助2つ
の情報が紐づくが、どちらの情報を表示す
るか制御が必要（改修項目の候補）。

• (6-1,6-2)限度額認定
証等は基本的に該当無し。
⇒“提供しない”ボタンを
押下する運用を徹底。

• (5-3)”保険証”の表記あり。
⇒被保護者であることを周囲
の患者に知られたくない被保
護者に配慮し、“保険証”の
表記としてはどうか。
※M1-1以降も同様。

• (M1-1)利用規約を流用できる
か。
⇒支払基金ベンダに対して、表
示される利用規約を要確認。

• 通常（無人）モード

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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顔認証付きカードリーダーの画面遷移（2/2）

顔認証付きカードリーダーにおいて満たすべき要件_別紙（画面遷移）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000623507.pdf

• 目視（有人）モード

• 暗証番号モード

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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健康増進法の対象者は制度上年齢を問わない想定。

健康増進法に基づく健診の対象者

日本の健診（検診）制度の概要
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000511508.pdf

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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実運用としては40歳以上の被保護者を対象に健診が行われている想定。

健康増進法に基づく健診の対象者（2/2）

厚生労働省 社会援護局 保護課_生活保護受給者の健康管理支援等について
URL：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000052441_1.pdf

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.5 顔認証付きカードリーダーの改修要否及び改修範囲
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否、及び改
修範囲。

• 改修は必要。
• 医療保険のオンライン資格確認の技術解説書（医療機関等向け）を活

用し、レセプトコンピューター側の改修項目の概要を整理。
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医療保険のオンライン資格確認の技術解説書（医療機関等向け）を活用し、レセプトコンピューター側の改修項目の概要を整理。医
療保険のオンライン資格確認の仕組みを最大限活用するものの、医療扶助のオンライン資格確認の導入に併せて、医療機関等システ
ムの改修も必要になる想定。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

イメージ図（案）

支払基金・国保中央会

医療保険者 福祉事務所

医療保険者等
中間サーバー等

オンライン資格確認等システム

資格情報
(医療保険)

資格情報
(医療扶助)

資格情報
(医療保険)

資格情報
(医療扶助)

生活保護システム
基幹システム/
統合専用端末

医療機関等
アプリケー

ションソフト等

レセプトコンピュータ等資格確認端末

顔認証付き
カードリーダー

ルータ パッケージソフト等＜機器の導入＞
• ・医療保険のオンライ

ン資格確認の機器を
利用するため、新規機
器は不要。

＜ネットワークの敷設＞

・医療保険のオンライン資格確
認のネットワークを利用するため、
ネットワークの敷設は不要。

＜レセプトコンピュータ等の改修項目＞
・医療扶助の資格情報等を取り込む機能
・医療扶助の資格情報等の表示機能
・公費負担者番号/受給者番号によるオン
ライン資格確認機能
・医療機関等に委託された医療券情報等
を一括で要求する機能 等

＜資格確認端末ソフトの改修項目＞

・医療扶助の資格情報等を要求/取得
/連携する機能

・医療機関等に委託された医療券情
報等を一括で要求/取得する機能

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

オンライン資格確認等システム

支払基金・国保中央会医療機関・薬局

シリアル番号 紐付番号

資格情報/受給者番号等

JPKI

失効情報

失効情報

マイナンバーカード

【資格確認端末】

【マイナンバーカードICリーダー】

資格情報等の抽出

PIN無し認証機能動作用公開鍵により
検証機関証明用電子証明書を取り出

し

⑧

利用者証明用電子証明書の取り出し

資格情報等の入手

【レセプトコンピュータ】

資格情報等登録・更新

医療機関コード、照会番号等
を送信

新患の場合、照会番号等を登録

照会番号の登録

医療券・調剤券情報/受給者番号等

⑤
PIN無し認証の処理

ICチップ内の顔画像を取得
＋ 本人の顔を撮影

本人認証用カードリーダーソフト

資格情報等受信・提供

検証機関証明用
電子証明書

検証機関証明用
電子証明書 検証機関証明用

電子証明書

利用者証明用
電子証明書

利用者証明用
電子証明書

⑪

資格情報等受信・格納

⑮

⑭

資格

情報

①

④

⑫

⑬
⑰

端末内ハードディスク

マイナンバーカード処理ソフト

オンライン資格確認等
連携ソフト

PIN無し認証処理

② PIN無し認証を要求

検証機関証明用電子証明書を要求

③

検証機関証明用電子証明書の送付

⑥

利用者証明用電子証明書の取得要求
⑦

⑨

⑩

利用者証明用電子証明書
有効性確認処理

資格情報等を要求・受信

⑯

照会

番号等

医療機関コード、照会
番号等を取得・送信

⑱

地方公共団体情報システム機構

本人認証処理
マイナンバーカードの顔写真と本人の顔画像により同一人であると認証

医療機関コード/照会番号等

マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認での主な改修内容

• 医療保険の仕組みから大きな差分は発
生しない想定。
※但し、受信・提供する情報は被保護者
の資格情報、医療券/調剤券情報。

• 医療保険の仕組みから大きな
差分は発生しない想定。
※但し、要求・受信する情報
は被保護者の資格情報、医
療券/調剤券情報。

• 医療扶助の情報（資格情報、医療券/調剤
券情報）が新規で管理される。

• 公費負担者番号/受給者番号が、医療保険
の保険者番号、個人単位被保険者番号等に
対応する想定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

保険証情報（医療扶助の場合は公費負担者番号・受給者番号）を利用したオンライン資格確認での主な改修内容

【資格確認端末】

シリアル番号 紐付番号

資格情報/受給者番号等
資格情報等・受給者番号等を登録

機関コード・照会番号等

レセプトコンピュータ端末で公費負担者番
号・受給者番号・生年月日・資格確認

日の入力内容
を受信

資格情報検索

④

⑤

医療機関・薬局

【レセプトコンピュータ】

公費負担者番号・受給者番号をキーに医療機関
コード・照会番号等を登録

有効/無効のステータス、（有効の場合には）資格情報
等・受給者番号等の受信

資格情報等の照会
結果受信

医療機関コード・照会番号等送信

医療機関コード・照会番号送信

⑭

オンライン資格確認等システム

支払基金・国保中央会

資格情報等の照会
結果格納

資格情報等照会結果を要求・受信

資格情報等を照会公費負担者番号・受給者番号・生年
月日・資格確認日で資格情報等を要

求（非同期処理想定）

有効の場合には、資格
情報等を登録

レセプトコンピュータ端末に
資格情報等照会結果を表示

オンライン資格確認等
連携ソフト

資格

情報

⑧

①

⑫

⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑬

照会番

号等

公費負担者番号・受給者番号・生年月日をキーに
資格情報の検索を行う

② ③

資格照会

端末内の

ハードディスク

医療券・調剤券情報/受給者番号等

• 公費負担者番号/受給者番
号等で照会を行う。

• 公費負担者番号/受給者番
号等で照会を行う。

• 医療扶助の情報（資格情報、医療券/調剤
券情報）が新規で管理される。

• 公費負担者番号/受給者番号が、医療保険
の保険者番号、個人単位被保険者番号等に
対応する想定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

薬剤情報/特定健診情報の閲覧での主な改修内容

オンライン資格確認等システム

支払基金・国保中央会医療機関・薬局

シリアル番号 紐付番号

資格情報/受給者番号等

JPKI

失効情報

失効情報

マイナンバーカード

【資格確認端末】

【マイナンバーカードICリーダー】

同意有無・同意日を登録

PIN無し認証機能動作用公開鍵により
検証機関証明用電子証明書を取り出

し

⑧

利用者証明用電子証明書の取り出し

同意有無・同意日登録結果送信

【電子カルテシステム/調剤システム】

⑤
PIN無し認証の処理

ICチップ内の顔画像を取得
＋ 本人の顔を撮影

本人認証用カードリーダーソフト

資格情報等、照会番号、
同意有無、同意日登録結果受信・提供

検証機関証明用
電子証明書

検証機関証明用
電子証明書 検証機関証明用

電子証明書

利用者証明用
電子証明書

利用者証明用
電子証明書

⑪

資格情報等、照会番号、
同意有無、同意日格納

⑮

①

④

⑫

端末内ハードディスク

マイナンバーカード処理ソフト

PIN無し認証処理

② PIN無し認証を要求

検証機関証明用電子証明書を要求

③

検証機関証明用電子証明書の送付

⑥

利用者証明用電子証明書の取得要求
⑦

⑨利用者証明用電子証明書
有効性確認処理

資格情報等、照会番号、
同意有無、同意日を要求受信

地方公共団体情報システム機構

本人認証処理
マイナンバーカードの顔写真と本人の顔画像により同一人であると認証

同意有無/同意登録日受給者番号等

⑩

薬剤情報受給者番号等

特定健診情報受給者番号等

（患者同意取得済みの旨を
確認の上）受給者番号等・
生年月日で特定健診情報/

薬剤情報を要求

受給者番号等
連携

診察券番号等で検索し、患
者カルテを表示

患者情報（受給者番号
等）を照会

特定健診情報/薬剤情報
の取得・登録

ビュアで表示

特定健診情報/薬剤情報
を要求・受信電子カルテシステム/調剤システ

ムにて受給者番号等を有してい
ない場合 資格

照会

【レセプトコンピュータ】

特定健診情報/薬剤情
報の照会

特定健診情報/薬剤情
報を受信

特定健診情報/薬剤情
報を格納

オンライン資格確認等
連携ソフト

同意

情報

⑬

⑭

同意

情報

⑰

⑯

⑱
⑲

⑳㉑

㉓

受給者番号等を
キーに特定健診情報/薬剤情報の検索を行う

特定健診情報
/薬剤情報の送信

同意有無等を登録

窓口にて、マイナンバーカードの顔写真を目視
確認する場合、①~②までの流れは不要となる。

医療券・調剤券情報/受給者番号等• 医療保険の仕組みから大きな
差分は発生しない想定。
※但し、要求・受信する情報
は被保護者の同意情報/薬
剤情報/特定健診情報。

• 公費負担者番号・受給者番号に紐
づけて同意情報/薬剤情報/特定健
診情報を管理。

• 医療保険の仕組みから大きな差分は発
生しない想定。
※但し、受信・提供する情報は被保護者
の同意情報/薬剤情報/特定健診情報。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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技術解説書（医療保険のオンライン資格確認）の構成に基づき、医療機関等システムの改修概要を整理しました（赤字部分）。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

オンライン資格確認機能に係る改修内容

項番 改修概要

主な改修点

分類 改修項目

(1) 健康保険証情報の項目追
加

レセプトコンピュータ 枝番を入力する項目を追加すること。

（レセプトコンピュータにてカルテ１号用紙を印刷している場合）カルテ１
号用紙のフォーマットに枝番を入力する項目を追加すること

（健康保険証情報を連携している
場合）電子カルテシステム

枝番を入力する項目を追加すること。

（健康保険証情報を連携している
場合）調剤システム

枝番を入力する項目を追加すること。

（健康保険証情報を連携している
場合）部門システム

枝番を入力する項目を追加すること。

(2) マイナンバーカードによるオン
ライン資格確認情報等の取
込機能の追加

レセプトコンピュータ 資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ資格情報等を取得要求し、
受信すること。

受信した資格情報等の取得結果（表示内容：有効、無効等のステー
タス）を表示すること。
⇒未委託の資格確認の場合、未委託の資格確認である旨の表示を
行うこと。

（受信した資格情報等の取得結果が有効であった場合）受信した資格
情報等にて更新すること。
⇒医療扶助の資格情報等を更新すること。

（グレーアウト部分）
• 医療保険のオンライン資格確認の仕組みを
活用できる想定。

• 既存のレセプトコンピューターの医療券/調
剤券に関する項目を踏襲できる想定。
⇒必要に応じて、オン資導入後の資格情報、
医療券/調剤券情報の項目等を追加する。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 改修概要

主な改修点

分類 改修項目

(3) 健康保険証によるオンライ
ン資格情報等の取込機能
の追加

レセプトコンピュータ （新患）健康保険証受給者番号等によるオンライン資格確認用の入力画
面を表示し、資格情報等の照会要求（入力情報：保険者番号⇒公費負
担者番号、被保険者証記号・番号、枝番（任意）⇒受給者番号、生年月
日、資格確認日）をすること。

（2回目以降）該当患者の資格情報等画面から資格情報等の照会要求
（入力情報：保険者番号⇒公費負担者番号、被保険者証記号・番号、
枝番（任意）⇒受給者番号、生年月日、資格確認日）をすること。

資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ資格情報等を取得要求し、受
信すること。

受信した資格情報等の取得結果（表示内容：有効、無効等のステータ
ス）を表示すること。
⇒未委託の資格確認の場合、未委託の資格確認である旨の表示を行う
こと。

（受信した資格情報等の取得結果が有効であった場合）取得した資格情
報等を登録・更新すること。
⇒医療扶助の資格情報等を更新すること。

(4) 照会番号の登録機能の
追加

レセプトコンピュータ （マイナンバーカードによるオンライン資格確認）照会番号が空白だった場合、
新規カルテを起票し、取得した資格情報等を登録・照会番号を送信すること。

（マイナンバーカードによるオンライン資格確認）取得した資格情報等の照会
番号情報でレセプトコンピュータ内の患者情報と紐付けすること。
⇒医療扶助の資格情報等も対象とすること。

（健康保険証によるオンライン資格確認）照会番号を送信すること。

（グレーアウト部分）
• 医療保険のオンライン資格確
認の仕組みを活用できる想定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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前頁の続き。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 改修概要

主な改修点

分類 改修項目

(5) 限度額適用認定証等情報
の取込機能の追加

レセプトコンピュータ 資格情報等画面から限度額適用認定証等の情報の照会要求をするこ
と。

資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ限度額適用認定証等の情
報を取得要求し、受信すること。

受信した限度額適用認定証等情報の取得結果を表示すること。

受信した限度額適用認定証等の情報を登録・更新すること。

(6) 事前確認における一括照会
の機能の追加

レセプトコンピュータ 事前確認用の一括照会リスト作成すること。

一括照会リストを照会要求すること。

一括照会受付番号を取得すること。

一括照会受付番号にて照会結果の取得要求すること。

資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ一括照会結果を取得要求
し、受信すること。

一括照会結果を表示すること。

（保険者変更がなく、追加情報を取得した場合）照会番号で該当患
者を紐付けし、該当患者の資格情報を更新すること。新規要件：医療機関コード

による一括照会機能を実装
すること。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲

• 受給者番号等で個人を識別す
るための改修が必要。
※医療保険では被保険者番号
等で個人を識別している。



.

96

医療扶助のオンライン資格確認の導入に伴う、薬剤情報及び特定健診情報閲覧に係る改修内容は以下赤字の通り。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

薬剤情報及び特定健診情報閲覧に係る改修内容

項番 改修概要

主な改修点

分類 改修項目

(1) 薬剤情報及び特定健診情
報閲覧機能の追加

電子カルテシステム
調剤システム

同意取得有無を入力する項目を追加すること。

資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ同意取得情報を取得要求
し、受信すること。

取得した同意取得情報を該当患者のカルテ情報等に登録すること。

該当患者の照会に必要な情報（入力情報：個人単位被保険者番号
⇒受給者番号、生年月日）をレセプトコンピュータから取得すること。

特定健診情報は個人単位被保険者番号等⇒受給者番号等を基に照
会要求すること。

薬剤情報は抽出対象年月を入力した上で、個人単位被保険者番号等
⇒受給者番号等を基に照会要求すること。

資格確認端末の資格情報等格納フォルダへ薬剤情報又は特定健診情
報を取得要求し、受信すること。

取得した薬剤情報又は特定健診情報を該当患者のカルテ情報等に追
加・更新すること。
⇒医療扶助分のカルテ情報等にも薬剤情報又は特定健診情報追
加・更新すること。

該当患者のカルテ情報等に薬剤情報又は特定健診情報の照会結果を
表示すること。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲

• 受給者番号等で個人を識別す
るための改修が必要。
※医療保険では被保険者番号
等で個人を識別している。
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医療扶助のオンライン資格確認の導入に伴う、レセプト振替に係る改修内容は以下の通り。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

レセプト振替に係る改修内容

項番 改修概要

主な改修点

分類 改修項目

(1) レセプト振替・分割結果情
報の取り込み機能の追加

レセプトコンピュータ オンライン請求システムから提供されるレセプト振替・分割結果情報をレセ
プトコンピュータに取り込むこと。

（グレーアウト部分）
• 医療扶助はレセプト振替の対
象外。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.6 レセプトコンピューターの改修要否及び改修範囲
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピュータを接続
していない医療機関等において、未委託の
資格確認時のメッセージ表示をどのように実
現するか（資格確認端末のみでオン資を
実施）。

• 資格確認端末のアプリケーションソフトにも未委託の資格確認時のメッセー
ジ表示機能を実装することで対応する方針。
※未委託の資格確認を特定する機能、受給者番号等を制限する機能、
及び未委託の資格確認時のメッセージ作成機能はオンライン資格確認等
システム側に実装する想定。
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ログの整合性の観点より、オンライン資格確認等システムが連携（発出）したデータ項目と、資格確認端末/レセプトコンピューターが受
領（表示）するデータ項目が異なる方式を回避するため、未委託の資格確認の制御に係る機能については、オンライン資格確認等シ
ステムへの実装を基調とする。資格確認端末/レセプトコンピューターにおいては、未委託の資格確認のメッセージ文を表示する機能の実
装を想定。

対応案

未委託の資格確認の特定機能
（フラグ等の連携）

○ ー ー

オンライン資格確認等システム 資格確認端末（ソフトも含む） レセプトコンピュータ

公費負担者・受給者番号等の連携の制御機能 ○ ー
ー

未委託の資格確認のメッセージ文の生成/表示機能 ○ ○ ○

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカー
ドリーダー等 資格確認端末 レセプトコンピュータ

実装方式 アプリケーション
ソフト

• 未委託の資格確認の制御に係る機
能については、オンライン資格確認等
システムに実装することを基調とする。

• 資格確認端末のみでの資格確認でも未委託の資格確認である旨の表示
が行われるように、アプリケーションソフトの画面改修を明記する。

• 資格確認端末・レセプトコンピュータの組合せ方式も見据えて、レセプトコン
ピュータ側の改修項目にも上記の機能を明記する。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等


